
は じ め に 

 

本市は、由布・鶴見岳をはじめとする連山と別府湾に囲まれ、さらに、「温泉＝

湯けむり」という、比類ない豊かな自然資源を有しております。しかしながら、騒

音や悪臭などの生活に密着した公害問題や地球温暖化といった地球規模での問題

まで、環境に関する問題はいろいろあります。 
人間が便利で豊かな生活を求め行動することは当然のことですが、その代償とし

て自然環境などを破壊してきたのは事実です。今日の環境問題は、国民の日常生活

や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、

大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを、変革していかな

ければなりません。自らの生活習慣を律し、環境を大切にし、より良くしていくこ

とが、心を豊かにし、人間の幸福につながるのではないでしょうか。今ある環境に

対して理解を深め、自然と共生し行動していくことが、求められています。 
本書は、別府市の自然環境や生活環境の現状、そして、取り組みなどを載せてい

ます。皆様方が、環境に対する理解を深め、より良い環境を築いていくための一助

となれば幸いです。 
 

平成 26年 12月 
 

「別府市環境基本計画」において目標とする「望ましい環境像」は、21世紀半ばを展望し

ています。 

 
「望ましい環境像」 ： 自然・湯けむり・おもてなしが築く『環境みらい都市・別府』 

（基本目標） 

1「共生」：多様で健全な自然・生きものと共生し、潤いと安らぎのある快適なまちにしよう 

2「循環」：限られた資源を大切にし、健康で安心して暮らせるまちにしよう 

3「国際的取り組み」：未来の世代、地球市民のことを思いやり、身近なことから取り組もう 

4「参加」：共に考え、みんなで協働して、環境を守り、育てよう 

 

  この「望ましい環境像」の実現に向けて、市民・事業者・市がそれぞれの役割と責任のも

と、共に行動するパートナーシップ体制を構築します。 
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  第 1 章 環境行政の概要 

1 行政の機構と業務 

（1）機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

別府市環境保全審議会  委    員    18 名 

                専門調査委員      3 名 

環境監視員                   17 名 

みどり監視員                  12 名 

 

図表 1.1 環境行政機構図 

※ 環境保全条例に係る担当部課

O N S E N 
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温 泉 係

教育委員会 

健康づくり推進課 健 康 係

都 市 政 策 課

道 路 河 川 課

公 園 緑 地 課

下 水 道 課

         

景 観 開 発 係

河 川 施 設 係

緑 地 推 進 係

計 画 整 備 係

 

生 涯 学 習 課 文 化 財 係

副
市
長

市 

長
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（２）業務 

  １  政策推進課 ― 政策企画係 

     ①総合基本計画の策定並びに進行管理に関すること 

  ２  温泉課 ― 温泉係 

     ①温泉の適正利用に関すること 

     ②地下水の採取規制に関すること 

     ③温泉の公害苦情に関すること 

３  商工課 ― 商工労政係 

①中小企業者に対する公害防止施設にかかる資金の融資に関すること 

  ４  農林水産課 ― 農政係 

     ①畜産の経営改善指導に関すること 

      ②畜舎等の衛生管理指導に関すること 

  ５  環境課 ― 環境企画室 

①環境基本計画に関すること 

②改正省エネ法に係る報告 

③地球温暖化対策に関すること 

④環境保全審議会に関すること 

    ― 環境衛生係 

      ①環境保全に関する企画及び調整に関すること 

      ②環境保全思想の普及及び啓発に関すること 

      ③環境衛生改善指導に関すること 

      ④そ族、昆虫駆除に関すること 

      ⑤愛がん動物等の適正な飼育管理調査に関すること 

      ⑥環境影響評価に関する技術的な指導及び審査に関すること 

      ⑦自然環境の保全（保護樹を除く）に関すること 

      ⑧その他環境保全に関すること 

⑨公害関係の法令及び条例に関する届出や許可の申請の受理、審査指導に関

すること 

     ⑩公害の調査、監視、測定に関すること 

     ⑪公害の苦情処理に関すること 

     ⑫公害防止施設設備資金に関すること 

     ⑬環境監視員に関すること 

   ⑭保護樹の指定に関すること 

      ― ごみ減量係 

①清掃思想の普及及び啓発に関すること 

②あき地等の管理指導に関すること 
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― まちを美しくする係 

     ①町を美しくする指導及び実施に関すること 

     ②ごみの不法投棄の監視指導に関すること 

     ③ごみ等の処理に関する苦情処理に関すること 

     ④公共の場所等の清潔保持に関すること 

⑤野つぼ及び野井戸の管理に関すること 

― し尿処理場春木苑 

     ①し尿等の不法処分の監視及び実施に関すること 

②し尿浄化槽の管理及び指導に関すること 

６  健康づくり推進課 ― 健康係 

①公害のかかる健康相談に関すること 

７  都市政策課 ― 景観開発係 

① 開発行為の協議に関すること 

② 指定建築物・指定工作物の規制に関すること 

８  道路河川課 ― 河川施設係 

① 環境保全条例に基づく排水処理に関すること 

② 都市下水道の維持管理に関すること 

９  公園緑地課 ― 緑地推進係 

     ①都市緑化の総合企画に関すること 

     ②環境緑化の事業の普及、啓発及び指導に関すること 

     ③公共施設、公共空き地の緑化に関すること 

     ④みどり監視員に関すること 

１０  下水道課 ― 計画整備係 

①公共下水道の維持管理に関すること 

１１  生涯学習課 ― 文化財係 

     ①文化財の保護に関すること 

      

 



4 
 

２  別府市環境保全審議会 

       別府市環境保全条例に基づき、自然環境及び生活環境の保全に関する重要な事項

を調査審議するため設置された機関です。 

       委員は 20 名以内で、学識経験者 6名、市議会議員 2名、民間団体の代表者 7名、

関係行政機関の職員 3名により構成されています。なお、同会に 3名の専門調査委

員を委嘱しています。 

  昭和 50 年 6 月 16 日設置後、直ちに環境保全条例の施行規則案を諮問し、同年

10 月 27 日答申を受け、同年 12 月 1日に環境保全条例が施行されました。 

 

     別府市環境保全審議会委員                        平成 26 年 3 月 31 日現在 

 職業、推せん団体等 氏 名 

会 長 大分県厚生連鶴見病院名誉院長 明石 光伸 

 市 議 会 議 員         泉 武弘 

 〃        手束 貴裕 

 学 識 経 験 者 川野 弘人 

 〃 竹村 恵二 

 〃 千野 博之 

 〃 メイルマノフ セリック 

 〃 江崎 一子 

 大 分 県 別 府 市 医 師 会 堀 秀史 

 別 府 商 工 会 議 所 中尾 和博 

 別 府 市 観 光 協 会 古庄 剛 

 別 府 市 農 業 協 同 組 合 高橋 武良 

 別 杵 速 見 森 林 組 合 恒松 貞雄 

 大分県漁業協同組合 別府支店 三ヶ尻 正友 

 大分県建設業協会 別府支部 後藤 憲志 

 大分県衛生環境研究センター 入江 久生 

 大 分 県 東 部 保 健 所 阿部 次男 

 別 府 市 職 員 代 表 村田 麻紀 

 

 

 

 

 

 

専門調

査委員 
 

 

 専 門 分 野 氏 名 

 植 物 小田 毅 

 植 物 藤内 広三 

 植 物 後藤 徹夫 
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担 当 地 区 氏 名 

内 成 地 区 梶原  和子 

市 街 地 区 荒金 英二 

実 相 寺 地 区 安藤  俊二 

亀 川 地 区 加藤  信治 

内竈・野田地区 右田  政幸 

天 間 地 区 久保  幸孝 

小 鹿 地 区 大野  秀雄 

東 山 地 区 堀谷  剛司 

城 島 地 区 遠藤 元 

石 垣 地 区 太田  慎一 

明礬・鉄輪地区 毛利 政治 

古市・関の江地区 早浪  晋 

４ みどり監視員名簿  

（平成 24年 4月 1日～平成 26年

3 月 31 日：公園緑地課) 

  

みどり監視員は市内の各担当 

区での保護地区や保護樹等の 

監視や環境緑化推進の指導に 

あたり、その結果を報告書に 

まとめて毎月提出しています。

３  環 境 監 視 員 名 簿  

（平成 26 年 3 月 31 日現在：環境

課）  

 

環境監視員は、特に環境問題 

に強い関心を持っている方々

17 名を選出しており、市の良好

な環境を守るための活動を行

っています。 

 

 

担 当 地 区 氏 名 

野 口 幸 晃司 

境 川 杉本 勝太郎 

北 渡部 隆一 

青 山 岩男 光朗 

西 糸永 徹 

南 吉田 隆 

浜 脇 島末  康人 

石 垣 城戸 勝巳 

春 木 川 平原  六男 

上 人 平松 隆 

亀 川 後藤 敏之 

朝 日 加藤 和生 

大 平 山 牧 直雪 

鶴 見 園田 進 

緑 丘 佐々木 悌二 

南 立 石 佐藤 哲朗 

東 山 八川  元春 
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管理組織 

公 表 

４．計画の見直し １．計画の策定 

３．計画の点検・評価 

実行組織 

（各課所等） 
２．計画の実行 

グリーン調達実態、温室効果ガス排出量、

及び実行計画取組み実績の定期的な把握 

 

５  別府市エコワーク委員会 

  当市では、環境施策の推進を図る組織として「別府市環境施策の推進を図る組織に関

する要綱」に基づき「別府市エコワーク委員会」を設置しています。この委員会では、

行政自らが環境保全に向けた取組みを率先実行するための行動計画の策定や実行状況

の点検・評価、計画内容の見直しを行います。 

 

 

                                                         

                                          報   告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ACTION                            PLAN  

  

   

                             CHECK    

               実績報告                            指  示 

 

 

                                                                  DO 

 

 

 

 

 市  長 

別府市エコワーク委員会 
〔委員長：生活環境部長、委員：部長級〕 

別府市エコワーク幹事会 
〔課  長  級〕

事  務  局〔環境課〕 

推  進  責  任  者〔各課長〕

各      職      員 

図表 1.2  別府市エコワーク推進組織図 

推     進     員
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第２章  自然環境及び生活環境の現状 

望ましい環境像：自然・湯けむり・おもてなしが築く『環境みらい都市・別府』 

 

１ 環境管理指標の現況  

基本 
目標 

施策項目 環境管理指標 スタート時数値 現況数値 

共 

生 

山間・山麓、農村の自然
環境の保全 

森林面積比率 
平成12年初 

63.5％
平成25年 

63.0％
(数値の更新は5年毎) 

湯けむりと緑の花のまち
づくり 

1人あたりの公園面積 
平成12年3月31日現在 

6.32㎡
平成26年3月31日現在 

7.27㎡

保護樹林指定数 33ヶ所 32ヶ所

水辺環境の保全と水と親
しむまちづくり 

水辺生物調査 ― ―

土と親しむまちづくり 農と親しむイベント ― 
平成25年度「わくわく農
産品フェア」開催 

美しい都市環境の保全 清掃美化キャンペーン ― 
市内一斉清掃、海岸海浜
清掃、ポイ捨て禁止キャ
ンペーン 

ふらっと歩きたくなる環
境みらい都市・別府 

魅力ある歩行者空間 
整備 

― 
平成25年度 

340ｍ実施

歴史・文化の保全・活用 指定文化財 56件 58件

循 

環 

ごみの発生抑制と減量・
リサイクルの促進 

市民1人 ･ 1日あたり 
ごみ排出量 
(直営収集分) 

平成11年度 
702g/日

平成25年度 
564g/日

一般廃棄物再資源化率
平成11年度 

9.68%
平成25年度 

17.00%

エネルギーの有効利用 1戸あたり電灯使用量 
平成12年3月度 

353kWH
平成26年3月度 

312kwh

水資源の有効利用 
市民1人 ･ 1日あたり
水道配水量 

平成11年度 
443ℓ/人･日

平成25年度 
375ℓ/人･日

温泉の持続的な利用 温泉湧出量 
平成11年度 

136,997kL/日
平成25年度 

125,376kL/日

雨水の地下浸透の促進 
透水性舗装道路整備 
延長 

― 

平成25年度 
170ｍ延長

大気環境の保全 
大気に係わる環境基準
達成（浮遊粒子状物質、
窒素酸化物） 

平成11年度 
達成

平成25年度 
達成

水環境の保全 

水質汚濁に係わる環境
基準達成（河川BOD、海
域COD） 

平成11年度 
達成

平成25年度 
達成

下水道人口普及率 
平成11年度 

56.6％
平成25年度 

64.9%

化学物質による環境影響
の防止 

ダイオキシン類に係 
わる環境基準達成 

― 
平成25年度 

達成
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２  自然環境の現状 

（１）気象 

本市の気候は「瀬戸内型気候区」に属し、年間を通じて降水量が少なく風も弱いこ

とが特徴です。市街地の年平均気温は約 16℃で、年平均降水量は約 1,800mm です。

冬季は北西の風で風速平均 2m/s 程度、夏季は南東の風で風速が昼間で 1.5～2.0m/s

夜間は 1m/s 以下です                                  

 

（２）地形・地質 

別府市は、九州の地殻変動や火山活動を考える上で非常に重要な地域で、別府湾に向けて

西から東に緩やかに傾斜する扇状地上に市街地が広がっています             

 

 別府市街地が位置する別府扇状地は鉄輪断層と朝見川断層に挟まれる低下部に

形成された火山山麓扇状地であり、堆積物は市街地の背後の火山群からもたらされ

た砂礫です。堀田地区の扇状地堆積物から 6,300 年前のアカホヤ火山灰層が確認さ

れたことで、この頃以降の新しい時期に別府扇状地は形成されたと考えられます。 

 また、市街地の背後には、更新世（200 万年前～1 万年前）前期に形成された倉木

山のほか、更新世中期以降に火山活動が活発化して小鹿山―雨乞岳火山群、高平山

―水口山火山群、由布－鶴見火山群が形成されました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2.1 別府地域の地形（出典：「別府

の自然」より） 

 

備考：図中の「湯布院町」「庄内町」「挾

間町」はいずれも現在の由布市。 
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（３）河川・水系 

本市の河川の多くは流路が短く、降った雨はすぐに海に流れ込みます                

 本市を流れる河川は朝見川、境川、春木川などの 2 級河川があり、その河川の多

くは流路が短く扇状地地形を一気に流れるのが特徴です。また、かつては集中豪雨

によりしばしば災害をもたらしてきました。 

（４）海域 

本市海岸部は自然海岸が少なく、藻場も少ない海岸線です               

 別府湾は瀬戸内海沿岸域の伊予灘西部に当たる海域に位置しており、この海域は

比較的水質も底質も良好ですが、干潟や藻場が多く消滅している海域でもあります。

本市海岸部には、別府市に残された唯一の磯浜や砂浜海岸の上人ヶ浜、関の江海岸

の自然海岸があります。平成 13 年より「別府湾海岸保全施設整備事業」が現在進

行中です。この事業により海岸線は新たな親水空間として創出されます。 

（５）温泉 

源泉数、泉質、湧出量ともに全国有数の温泉地です                      

 本市の温泉は南北に鉄輪断層、朝見川断層があり、その断層上に源泉が分布してい

ます。源泉数 2,294 孔、湧出量は毎分 87,067L に及び、全国の市町村の中で有数の温

泉地となっています。しかし、泉源の新規開発が行われることで、動力装置による多

量の温泉水の採取による温泉水位の低下が懸念されます。湧出量は一時期増える傾向

にありましたが、最近はほぼ横ばいとなっています。また、温泉源泉数も一定数を

保っています。 

（６）自然環境の保護 

別府市環境保全条例の規定により、以下の 3 分野で保護すべき地区及び樹木の指定を行っ

ています                                           

  本市では、別府市環境保全審議会の中で専門調査委員の所見等を参考にして保護地域、保護

樹等の指定・解除を行っています。 

 自然環境保護地区：良好な自然環境を有する山林、渓谷、池沼、草原、海浜等（史跡、
名勝及び天然記念物を含む）で、その自然環境を維持するため保護

することが必要な地区。 

 生物環境保護地区：野生動物の生息地（渡来地及び繁殖地を含む）または植物の生息地
で、その動植物の保護又は繁殖を図るため保護することが必要な地

区。 

 保 護 樹：市民に親しまれ、または由緒由来がある樹木並びに樹林で、美観風

致を維持するため保護することが必要な樹木並びに樹林。 

  なお、保護地区の指定候補となる物件には公有、共有、私有と様々な様態があり、所有

者の方からその指定申請がある反面、諸般の事情から指定に応諾してもらえないケースも

あり、その指定については難しい面も含んでいます。 
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区    分 名 称        面積・本数 指定年月日 

生物環境保護地区 

1）八幡朝見神社のアラカシ林 約 3,000 ㎡ S52. 3. 1

2）御嶽権現社の自然林 約 16,000 ㎡ S52. 7.19

3）鶴見権現社の自然林 約 12,000 ㎡ S52. 7.19

4）観海寺のスダジイ林 約 2,500 ㎡ S52.11. 1

保 護 樹         

1）湯の森のスダジイ林 約 5,000 ㎡ S52. 7.19

2）大神峯神社のイチイガシ林 約 2,000 ㎡ S52. 7.19

3）羽室御霊社のスダジイ林 約 1,500 ㎡ S52. 7.19

4）朝見のバクチノキ 22 樹 S52. 3. 1

5）八坂神社の木立 5 樹 S52. 7.19

6）八幡竈門神社のイチイガシ 4 樹 S52.11. 1

7）平田天満社の木立 3 樹 S52.11. 1

8）上人小学校のタブノキ 18 樹 S55. 7. 7

9）円正寺のスダジイ 1 樹 S52. 3. 1

10）城島のシラカシ 1 樹 S52. 3. 1

11）本村天満社のクスノキ 1 樹 S52. 3. 1

12）海門寺のクロマツ（しぐれ松） 1 樹 S52. 3. 1

13）古市三女神社のムクノキ 1 樹 S52. 3. 1

14）柳のクヌギ 1 樹 S53.11.29

15）海雲寺のカヤ 1 樹 S53.11.29

16）棚林のコジイとスダジイ 各 1樹 S53.11.29

17）山の口のハクモクレン 1 樹 S55. 7. 7

18）城の内のフジ 1 樹 S56. 6.25

19）中須賀のホルトノキ 2 樹 S56. 6.25

20）志高のヤマザクラ 3 樹 H 5. 7. 1

21）中央公民館のクスノキと 

ホルトノキ 
ｸｽﾉｷ 3 樹 

ﾎﾙﾄﾉｷ 1 樹 
H 5. 7. 1

22）志高・前野・小鹿のカスミザクラ 23 樹 H21. 8. 1

 

大分県特別保護樹木 

 

1）シダレザクラ（東山城島） 1 樹 S49. 3.15

2）ウスギモクセイ（鉄輪） 1 樹 S49. 3.15

3）イチョウ（内成勢場） 1 樹 S49. 3.15

大分県特別保護樹林 

1）火男火売神社の森 約 2ha S49. 3.15

2）朝見神社の森 約 0.5ha S49. 3.15

3）観海寺の森 1.5ha S49. 3.15

 

図表 2.2 保護地区等指定物件一覧表（平成 26 年 3月 31 日現在） 
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３  生活環境の現状 

（１）大気質 

 大気汚染とは、事業活動や生活活動に伴って排出される硫黄酸化物・粉じん・窒素

酸化物などにより大気が汚染されることをいい、これらの汚染物質が人の呼吸作用に

より体内に取り入れられ人体に悪影響を与えます。また、大気中での光化学反応によ

りこれらの一次汚染物質から二次汚染物質が生じ、その二次汚染物質による複合汚染

も懸念されます。 

 

①本市の大気の概況 

本市における大気汚染の測定は、青山中学校（大字別府 3088－1）に大分県が自

動測定装置を設置し大気の常時監視を行っています。この測定局では、浮遊粒子状

物質や窒素酸化物の測定を行うとともに、光化学オキシダントの測定も行い昭和 53

年度からはテレメータ化して緊急体制を整えています。 

各測定結果については次表のとおり（資料…大分県環境保全課）となります。 

 

 

年 度 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

青山中学校 0.005 0.006 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.004

 

 

 

 

測定局 
用途 

地域 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 
年平均値

1時間値が 

0.1ppm を超えた

時間数とその割合

日平均値が 

0.04ppm を 

超えた日数  

とその割合 

1 時間値 

の最高値 

日平均

値の

2％除外

値 

日 時間 ppm 時間 ％ 日 ％ ppm ppm 

青山 

中学校 

第 2種 

住居 
364 8,736 0.004 0 0.0 0 0.0 0.028 0.008

  備考１  日平均値が 0.04ppm を超えた日はない。 

  備考２  環境基準の長期的評価による日平均値が 0.04ppm を超えた日はない。 

 

 

年度 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

ＮＯ２ 0.012 0.011 0.011 0.009 0.005 0.006 0.008 0.006 0.006 0.007

ＮＯ 0.003 0.004 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.004 

ＮＯＸ 0.015 0.015 0.014 0.012 0.008 0.010 0.013 0.009 0.008 0.011

 

図表 2.5 窒素酸化物濃度の経年変化（青山中学校測定局） 

二酸化窒素（ＮＯ2）の環境基準：１時間値の１日平均値…0.04～0.06ppm のゾーン内 

                 またはそれ以下 

図表 2.3 二酸化硫黄濃度の経年変化 【青山中学校測定局】 

二酸化硫黄（ＳＯ2）の環境基準：１時間値の１日平均値…0.04ppm以下 

かつ１時間値…0.1ppm以下

図表 2.4 平成 25 年度  二酸化硫黄の環境基準対比表（青山中学校測定局）
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測 定 局     

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 
年平均値

日平均値が 

（0.04ppm 以上

0.06ppm 以下）の

日数とその割合

日平均値が 

0.06ppm を超えた 

日数とその割合 

1 時間値

の最高値

日平均値

の年間

98％値

日 時間 ppm 日 ％ 日 ％ ppm ppm 

青山中学校 364 8,732 0.007 0 0.0 0 0.0 0.043 0.017 

備考 1   １時間値が 0.1ppm 以上の時間はない。 

 

 

 

 

測定局 測定項目 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 
年平均値 

1 時間値 

の最高値 

日平均値の 

年間 98％値 

年平均値 

NO2/(NO＋NO2)

日 時間 ppm ppm ppm ％ 

青山中学校 

一酸化窒素 364 8,732 0.004 0.049 0.008 － 

窒素酸化物 

（NO＋NO2） 
364 8,732 0.011 0.072 0.025 65.7 

 

 

 

 

測定局 
用途 

地域 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 
年平均値

1時間値が 

0.20mg／m3を

超えた時間数と

その割合 

日平均値が 

0.10mg／m3を 

超えた日数と 

その割合 

1 時間値 

の最高値 

日平均値

の 2％ 

除外値

日 時間 mg／m3 時間 ％ 日 ％ mg／m3 mg／m3 

青山 

中学校 

第 2種 

住居 
365 8,730 0.023 0 0.0 0 0.0 0.120 0.062 

備考 1    日平均値が 0.10mg/m3を超えた日が 2日以上連続したことはない。 

 

 

 

年 度 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

青山 

中学校 
0.034 0.031 0.026 0.031 0.029 0.042 0.041 0.035 0.034 0.037

備考 1   測定値は昼間【5～20 時】の 1 時間値の年平均値を示したもの 

 

 

図表 2.9 光化学オキシダント濃度の経年変化（青山中学校測定局） 

図表 2.6 平成 25 年度 二酸化窒素の環境基準対比表（青山中学校測定局） 

図表 2.7 平成 25 年度 一酸化窒素、窒素酸化物の年間測定結果（青山中学校測定局） 

図表 2.8 平成 25 年度  浮遊粒子状物質の環境基準対比表（青山中学校測定局） 
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測定局 

昼間測 

定日数 

昼間測定 

時間数 

昼間の 1時間値が

0.06ppm を超えた 

日数と時間数 

昼間の 1時間値が

0.12ppm 以上の 

日数と時間数 

昼間の 

1 時間値の 

最高値 

昼間の

日最高

1時間

値の年

平均値

日 時間 日 時間 日 時間 ppm ppm 

青山中学校 365 5,466 97 403 0 0 0.116 0.051

 

 

図表 2.11 平成 25 年度の主要交差点の自動車排出ガス調査 

場所 的ヶ浜公園前交差点 環境基準 

調査年月日 11 月 29 日～12 月 5 日  

気象概況最多風向・出現頻度（％） WSW・26％  

一酸化炭素 

(ppm) 

１日平均値 0.5  

１日平均値の最高値 0.6 10 

8 時間平均値 0.5  

8 時間平均値の最高値 0.8 20 

窒素酸化物 

(ppm) 

NO2  1 日平均値 0.026  

NO2 1 日平均値の最高値 0.032 0.04～0.06 

NO 1 日平均値 0.027  

浮遊粒子状物

質 

(mg/m3) 

１日平均値 0.015  

１日平均値の最高値 0.024 0.10 

1 時間値の最高値 0.055 0.20 

 

 

 
調 査 項 目 （単位） 別府北浜中継ポンプ場

基準値･指針値 

（年平均値） 

 

環
境
基
準

設
定
物
質

ベンゼン (μg/m3) 1.2 3 
環
境
基
準

トリクロロエチレン (μg/m3) 0.022 200 

テトラクロロエチレン (μg/m3) 0.055 200 

ジクロロメタン (μg/m3) 0.56 150 

指
針
値 

設
定
物
質 

アクリロニトリル (μg/m3) 0.037 2 

指
針
値 

塩化ビニルモノマー (μg/m3) 0.015 10 

クロロホルム (μg/m3) 0.17 18 

1,2-ジクロロエタン (μg/m3) 0.17 1.6 

1,3-ブタジエン (μg/m3) 0.048 2.5 

備考 1    上記の結果は、原則として、年 12 回測定値の平均値。            

 

光化学オキシダントの環境基準：１時間値…0.06ppm 以下 

図表 2.10 平成 25 年度 光化学オキシダント濃度の環境基準対比表 

図表 2.12 平成 25 年度 有害大気汚染物質の調査結果 
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（２）水質 

温泉排水や生活排水の流入と、河川の自浄作用が十分でないため、水質汚濁につ

ながっています                                    

水質汚濁とは、人の健康に直接被害を与える重金属等の有害物質や生活環境に被害を

生ずる恐れのある物質が河川や海に流れ込み、その結果その水質や底質が悪化すること

を言います。 

   本市は全国有数の温泉観光地であるため、ホテル・旅館等からの温泉排水が河川に流

入し、また公共下水道未整備地域の一般家庭からの生活雑排水が河川に流されることで

河川の水質汚濁につながっています。 

 

①公共下水道の進展 

1) 現  況 

本市の排除方式は分流式であり、汚水は公共下水道汚水管へ、雨水は道路側溝、水

路、雨水路、雨水渠へ放流されています。汚水の公共下水道普及率は平成 24 年度末で

64.9％であり、公共下水道の整備を推進しています。 

また、本市の汚水排除については近年、瀬戸内海の水質の保全、自然景観の保全等を

図るべき環境基準が定められ、公共用水域の汚濁防止が問題となり、これに対処するた

め昭和 49 年 10 月より活性汚泥法による高級処理を行う終末処理場（中央浄化センター

計画人口 187,000 人・処理能力 187,700ｍ３／日）の建設に着手、昭和 54 年 3 月には

その一部が稼働（24,000ｍ３／日）し、平成 7 年度末には増設工事が完成、平成 22 年

度から認可変更により処理能力が 60,000ｍ３／日になりました。 

雨水設備については、都市下水路事業と水路整備、雨水渠整備を推進しており、都市

下水路（春木 1号、扇山 1号、鉄輪、北中）は昭和 54 年度末に完成しています。 

水路整備、雨水渠整備は局部的な整備が進んでおり、豪雨時の浸水被害が軽減されて

います。 

また、郊外地域でも開発行為等により都市化が急速に進んでおり、そのため家庭汚

水の排出量も増加し、農業用水路、河川、一般水路の汚染に対する環境整備が望まれ

る状況です。 

 

2) 計  画 

本市の下水道計画は、戦後米軍が駐留して使用した施設を昭和 26 年に譲り受け、こ

れを基盤として昭和27年3月に別府国際観光温泉文化都市建設計画に基づき公共下水

道排水区域（山の手排水区域 235.4ha）を決定し事業に着手したのが近代的下水道事

業の始まりです。現在、市街化区域を公共下水道排水区域として定め、この一部

（1,797ha）の区域について事業認可を受け面整備を進めています。 

 

3)進捗状況 

平成 15 年度からは下水道整備計画は「社会資本整備重点計画」として、さらなる普

及促進を図っています。 

また少子高齢化による人口減少等、社会構造の変化に対応すべく、下水道整備構想

の見直しを現在、行っているところです。 
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16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

水洗化人口 61,612 62,525 62,887 63,993 64,160 64,088 64,247 64,730 63,953 64,695

整備率（面積ベース） 39.7% 40.3% 41.0% 41.6% 42.2% 42.6% 43.3% 43.6% 44.0% 44.6%

整備率（人口ベース） 59.2% 59.6% 60.4% 60.7% 61.5% 62.0% 62.5% 62.9% 64.2% 64.9%
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水
洗
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口
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人
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水洗化人口 整備率（面積ベース） 整備率（人口ベース）

 

                             

②し尿・生活雑排水の処理 

1) 現  況 

本市のし尿処理は、公共下水道事業の進展とともに、年々減少してきました。しか

し、浄化槽の清掃により排出される浄化槽汚泥の処理は増加してきているので、し尿

処理場の全体の処理量は微減しています。 

建築基準法や浄化槽法の改正により単独処理浄化槽が廃止されたので、今後は合併

処理浄化槽の設置のみが可能となりました。したがって、今までに設置されてきた単

独処理浄化槽をいかに早く合併処理浄化槽へ切り替えていくかが重要な課題となって

きています。 

また、浄化槽は保守点検や定期的な清掃など、適正な管理を行うことによって処理

機能を維持できるため、浄化槽パトロールを実施することで浄化槽の適正管理の方法

を指導し、環境の保全に努めていきます。 

本市では、公共下水道・浄化槽の普及により水洗化が進んでおり、特に生活の

質的水準を表す指標である水洗化率は 98.8％となっており、このうち浄化槽処

理が大きく貢献しています。                             

※下水道に相当する効果のある合併処理浄化槽は共同住宅・ホテル・病院などに普及

しており、一般家庭への設置数は累計 508 基になっています。（補助金利用設置基数） 

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い 

 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を処理 （放流 BOD  4g/人・日） 

 単独処理浄化槽 し尿のみ処理  （放流 BOD 32g/人・日） 

図表 2.13 下水道整備率の年次推移（各年度末現在） 

（資料…下水道課）
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③水質汚濁 

1)現状 

河川については環境基準の設定をしている定点で基準未達成の項目がありました。

海域については概ね良好です。                               

＜河川＞ 

  本市では年 4 回、前述の主要 6 河川で 7 定点調査を実施しています。水質汚濁の

目安となる生物化学的酸素要求量(BOD)の経年変化を図表 2.15 に示しました。 

 

 

  

図表 2.14 排水処理法別人口及びし尿処理量の年次推移（各年度末現在） 

備考 1  各河川の調査定点はすべて河口付近（日豊本線を基準）での測定値である。 

備考 2  BOD 濃度は年 4回の全測定値の平均を取ったものである。 

備考 3  平成 16 年度の平田川のＢＯＤ濃度は、河川清掃後の影響と採水トラブルによる測定値である。 

備考 4  平成 23 年 7月の測定時、前日 1mm 程度の降雨の影響により除外し、3回の平均値をとった。 

図表 2.15 市内主要 6河川の BOD 濃度の各年度の経年変化 

（資料…環境課） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

下水道人口 61,612 62,525 62,887 63,993 64,160 64,088 64,247 64,730 63,953 64,695

浄化槽人口 61,596 60,749 60,515 59,633 59,087 59,045 54,073 52,945 56,599 55,067

し尿人口 2,786 2,566 2,329 2,109 1,947 1,825 1,749 1,755 1,446 1,264

生し尿 処理量 2,548 2,431 2,381 2,204 2,083 1,924 1,904 1,860 1,779 1,714

浄化槽汚泥 処理量 24,569 24,167 24,673 24,726 24,309 24,329 24,069 23,872 23,359 23,888

汚泥合計 処理量 27,117 26,598 27,054 26,930 26,392 26,253 25,973 25,732 25,138 25,602
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【環境基準類型設定のされている水域】 

＜朝見川＞  昭和 49 年 4 月 1 日指定 

該当類型Ａ： 観海寺橋より上流、該当類型Ｃ：観海寺橋より下流 

 

＜海域＞ 

 海域についても年 4 回、地先より約 1km 沖にて定点調査を実施しています。水質汚濁の

指標である化学的酸素要求量（COD）の経年変化をみると、水質は概ね良好ですが、しばし

ば夏季に赤潮が発生することが問題として挙げられます。なお、別府港水域は水質環境基

準の B類型に指定され、その基準を達成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境基準類型設定のされている水域】 

＜別府港水域（ア）＞  昭和 49 年 7 月 1 日指定 

該当類型 Ｂ （両郡橋【別府市と大分市との境界地点】から日出町島山山頂まで引い

た線、別府市と日出町との境界陸岸地点から大崎鼻まで引いた線及び別

府市と日出町との境界陸岸地点から両郡橋に至る陸岸に囲まれた海域） 

＜別府湾（イ）＞   平成 10 年 3 月 31 日指定 

該当類型 Ⅱ （大分市大在大野川右岸北端と杵築市臼石鼻を結ぶ線及び陸岸で囲ま

れた海域であって、鶴崎泊地、乙津泊地、住吉泊地を除いたもの） 

 

 

 

 

備考 1  COD 濃度は年 4回の全測定値の平均をとったものである。 

備考 2  平成 21 年度夏季は、冷川沖でトラブルにより、測定を中止し、3回の測定の平均値をとった。 

 

図表 2.16  別府湾地先海域 5定点の COD 濃度の各年度の経年変化 
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調査項目 水  温(℃） 

浮遊物質(SS） mg／ℓ 

（環境基準値：25 mg／ℓ 以下【A類型】、 

       50 mg／ℓ 以下【C類型】） 

調査定点 
朝見川 

河 口 

朝見川

上 流

境川 

河口 

春木川 

河 口 

平田川

河 口

新川

河口

冷川

河口

朝見川

河口

朝見川

上流

境川

河口

春木川 

河口 

平田川 

河口 

新川

河口

冷川

河口

平成 25 年 

5 月 7 日 
21.0 19.1 26.1 24.8 29.2 21.9 16.6 7 5 7 6 8 11 5 

平成 25 年 

7 月 17 日 
29.8 26.0 34.8 32.9  36.0 31.8 24.8    6 13 5 3 6 11 11 

平成 25 年 

10 月 30 日 
16.5 18.7 23.5 21.2 27.5 20.1 15.1 4 8 3 6 7 11 5 

平成 26 年 

1 月 22 日 
9.5 13.5 13.2 12.5 22.8 11.0 8.8 2 4 2 7 5 27 1 

 

調査項目 
水素イオン濃度(pH) 

（環境基準値：6.5 以上 8.5 以下【A、C類型とも】）

生物化学的酸素要求量(BOD）mg／ℓ 

（環境基準値：2mg／ℓ 以下【A類型】、 

              5mg／ℓ 以下【C類型】） 

調査定点 
朝見川 

河 口 

朝見川

上 流

境川 

河口 

春木川 

河 口 

平田川

河 口

新川

河口

冷川

河口

朝見川

河口

朝見川

上流

境川

河口

春木川 

河口 

平田川 

河口 

新川

河口

冷川

河口

平成 25 年 

5 月 7 日 
8.1 7.5 8.9 8.6 7.4 7.2 7.7 0.6 1.4 4.7 2.8 3.9 2.4 1.3

平成 25 年 

7 月 17 日 
9.0 7.5 8.4 8.9 8.0 6.8 7.6 1.3 <0.5 2.2 1.9 2.9 1.3 1.3

平成 25 年 

10 月 30 日 
8.1 7.5 8.0 7.8 7.1 7.0 7.7 0.5 <0.5 3.0 2.3 3.7 1.7 <0.5

平成 26 年 

1 月 22 日 
8.1 7.4 8.1 7.6 7.1 7.2 7.7 2.1 0.6 5.7 4.9 5.8 4.2 0.7

 

調査項目 

溶存酸素量(DO）  mg／ℓ 

（環境基準値：7.5mg／ℓ以上【A類型】、 

              5mg／ℓ以上【C類型】） 

大腸菌群数(MPN／100mℓ) 

（環境基準値：1,000MPN／100mℓ以下【A類型】）

（C類型には環境基準値の設定なし） 

調査定点 
朝見川 

河 口 

朝見川

上 流 

境川 

河口 

春木川 

河 口 

平田川

河 口

新川

河口

冷川

河口

朝見川

河口

朝見川

上流

境川

河口

春木川 

河口 

平田川 

河口 

新川

河口

冷川

河口

平成 25 年 

5 月 7 日 
8.9 8.9 9.5 7.8 7.8 9.5 10.0

4.9×

103 
3.3×

103 
≧2.4

×105
1.1×

104 
≧2.4 

×105 
≧2.4

×105
7.0×

102

平成 25 年 

7 月 17 日 
7.9 7.5 7.4 7.4 7.4 7.0 8.2

1.7×

104 
≧2.4

×105
2.8×

104
2.2×

104 
2.8×

104 
1.3×

104 
1.1×

104

平成 25 年 

10 月 30 日 
9.7 8.7 9.2 7.8 7.8 8.9 10.0

3.3×

103 
3.3×

103 
≧2.4

×105
≧2.4 

×105 
≧2.4 

×105 
7.9×

103 
2.3×

103

平成 26 年 

1 月 22 日 
 11.4 9.5 11.8 9.8 8.3 10.6 11.6

3.3×

103 
4.9×

102 

2.2×

104
4.9 

×103 
≧2.4 

×105 
4.9×

103 
4.9×

102

備考 1 環境基準値は朝見川のみ類型設定あり。観海寺橋より上流は A類型、下流は C類型。 

図表 2.17  平成 25 年度の河川水質調査結果 
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調査項目 水  温（℃） 透 明 度（ｍ） 

調査定点 朝見川沖 境川沖 春木川沖平田川沖 冷川沖 朝見川沖 境川沖 春木川沖 平田川沖 冷川沖

平成 25 年 

4 月 23 日 
14.8 13.8 13.8 13.9 13.9 7.1 7.5 7.6 6.7 7.5 

平成 25 年 

7 月 16 日 
27.0 27.6 28.0 28.0 28.9 4.5 4.3 3.4 3.9 3.4 

平成 25 年 

10 月 29 日 
22.9 21.8 21.8 21.7 21.7 7.4 6.6 8.2 5.8 7.0 

平成 26 年 

1 月 28 日 
10.8 10.7 10.5 10.9 11.0 12.5 12.6 11.8 12.5 11.9 

 

調査項目 
水素イオン濃度（pH） 

（環境基準値：7.8 以上 8.3 以下） 

化学的酸素要求量（COD）mg/ℓ 

（環境基準値：3mg/ℓ以下） 

調査定点 朝見川沖 境川沖 春木川沖平田川沖 冷川沖 朝見川沖 境川沖 春木川沖 平田川沖 冷川沖

平成 25 年 

4 月 23 日 
8.0 8.1 8.1 8.1 8.1 2.0 2.0 2.1 1.9 1.9 

平成 25 年 

７月 16 日 
8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 3.3 3.0 2.9 3.1 3.1 

平成 25 年 

10 月 29 日 
8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 1.8 1.9 1.6 1.8 1.9 

平成 26 年 

1 月 28 日 
8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 1.6 1.4 1.4 1.2 1.2 

 

調査項目 
溶存酸素量（DO）mg/ℓ 

（環境基準値：5mg/ℓ以上） 

大腸菌群数（MPN/100mℓ） 

（別府湾地先海域は環境基準値の設定なし）

調査定点 朝見川沖 境川沖 春木川沖平田川沖 冷川沖 朝見川沖 境川沖 春木川沖 平田川沖 冷川沖

平成 25 年 

4 月 23 日 
9.3 9.2 9.2 9.2 9.3 1.3×10 2.0 0 0 0 

平成 25 年 

7 月 16 日 
7.7 7.9 7.9 8.1 8.2 4.9×10 3.3×10 1.1×102 7.9×10 3.3×10

平成 25 年 

10 月 29 日 
7.5 7.4 7.4 7.8 7.5 0 2.0 2.0 2.0 4.5 

平成 26 年 

1 月 28 日 
8.7 8.8 8.9 8.8 8.8 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

図表 2.18  平成 25 年度の別府湾地先海域水質調査結果 
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2)対  策 

  昭和 45 年に水質汚濁防止法が制定され全国一律の排水基準が適用されるようになり、

その後、大分県においても一律基準よりも厳しい上乗せ排水基準が制定され公共用水域の

水質汚濁の防止が図られました。しかしながら、濃度規制では十分に対処できないため、

総量規制基準を設け水質汚濁防止対策を強化しています。これは、瀬戸内海に流入する地

域の産業排水、生活排水等の汚濁量を削減するため昭和 48 年に瀬戸内海環境保全特別措

置法を制定し規制の強化を行ったことを指すものです。 

  上記のように法の整備が進むと同時に、瀬戸内海の富栄養化を防止するため、リンを含

まない洗剤の適切な使用運動を展開し、公共用水域または公共下水道に汚濁負荷をかけな

いように適正な残滓処理や廃油処理を促進しています。 

 

（３）ダイオキシン類 
ダイオキシン類特別措置法第 26 条第 1項に基づき、大分県環境保全課が大気のダイオキシ

ン類による汚染の状況を測定しています。 

 

 

 

区分 調査項目 調査地点 地点別平均濃度 環境基準値 単位 

一
般
環
境 

大気 東部保健所 0.025 
年間平均値 

0.6 以下 
pg-TEQ/m3 

河川水質 なし － 
年間平均値 

1 以下 
pg-TEQ/L 

地下水 なし － 
年間平均値 

1 以下 
pg-TEQ/L 

河川底質 なし － 150 以下 pg-TEQ/g 

土壌 なし － 1,000 以下 pg-TEQ/g 

 

備考１  測定結果は、ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン及びコプラナーポリ塩化

ビフェニル（コプラナーPCB）の合計値である。 

備考２ pg は 1 兆分の 1 グラム。TEQ は毒性等量で、ダイオキシン類には 222 の種類（異性体）があり、毒

性は異性体ごとに異なるため、測定対象の 29 物質の濃度を最も毒性の強い 2,3,7,8-テトラクロロジ

ベンゾパラジオキシンの濃度に換算し、合計したものである。 

備考３ 単位欄の「pg-TEQ/m3」は、空気 1m3あたりのダイオキシン類の量を示す。（1pg=10-12g） 

 同様に、「pg-TEQ/L」は 1L あたりの、「pg-TEQ/g」は 1g あたりの、それぞれのダイオキシン類の量

を示す。 

                                    （資料…大分県環境保全課） 

 

 

図表 2.19 平成 25 年度ダイオキシン類測定結果 
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（４）騒音・振動 

① 騒音 

  一般的に、騒音とは生活していく上で｢好ましくない音｣ あるいは ｢ない方がよ

い音｣ と定義されています。騒音の発生源は工場、事業場、建設作業、自動車、家

庭生活等、様々ですが、個人の心理的、感覚的な部分に大きく左右されますので、

その対策が困難なものとなることがあります。 

 

1) 現 状 

 道路交通騒音は、道路を走行する自動車の運行に伴って発生する騒音に対して、

道路に面する地域がさらされている騒音を把握する必要があることから、面的な評

価を行っています。 

 

図表 2.20 平成 25 年度 道路に面する地域における騒音の環境基準達成状況 

 

 

 

路  線  名 

       面的評価（全体） 

住居等 

戸数 

①＋②＋

③＋④ 

 

（戸） 

昼夜とも 

基準値 

以下 

① 

 

（戸） 

昼のみ 

基準値 

以下 

② 

 

（戸） 

夜のみ 

基準値 

以下 

③ 

 

（戸） 

昼夜とも

基準値 

超過 

④ 

 

（戸） 

一般国道 10 号 1,985 1,821 54 0 110 

一般国道 500 号 941 879 59 0 3 

別府一の宮線 166 166 0 0 0 

別府停車場線 195 186 5 0 4 

別府狭間線 16 16 0 0 0 

別府庄内線 2,444 2,268 20 0 156 

別府山香線 1,897 1,831 20 0 46 

鉄輪亀川線 813 773 0 1 39 

亀川別府線 1,956 1,956 0 0 0 

全体（合計） 10,413 9,896 158 1 358 
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 毎年 1 回、市内 21 定点で環境騒音調査（道路に面しない地域）を実施してい

ます。平成 25 年度の調査結果は次の通りです。 

 

調査定点 都市計画法の用途地域区分
騒音規制法の

区域区分 

環境基

準類型

騒音レベル（dB） 
判定

昼間(Leq) 夜間(Leq) 

浜脇 1 丁目 4082-11 商 業 地 域 第 3種区域 C 55.5 51.3 △

朝見 1 丁目 12-4 第 1 種 住 居 地 域 第 2種区域 B 45.2 34.3 ○

上 田 の 湯 6 - 3 7 商 業 地 域 第 3種区域 C 46.7 36.9 ○

山 の 手 町 6 - 2 2 第 1 種 住 居 地 域 第 2種区域 B 45.2 34.3 ○

幸 町 9 - 6 商 業 地 域 第 3種区域 C 49.0 42.1 ○

野口原 3 0 8 8 - 4 4 第 2 種 住 居 地 域 第 2種区域 B 49.6 43.3 ○

南立石八幡町 4 組 第 1 種 住 居 地 域 第 2種区域 B 50.5 42.4 ○

堀 田 6 組 第 1 種 住 居 地 域 第 2種区域 B 49.6 43.3 ○

石垣東 4 丁目 4-14 商 業 地 域 第 3種区域 C 51.7 41.1 ○

東荘園 6 丁目 1 組 第 1種中高層住居専用地域 第 2種区域 A 51.8 44.6 ○

扇 山 2 1 組 8 第 2 種低層住居専用地域 第 1種区域 A 46.7 34.2 ○

石垣東 9 丁目 4-45 商 業 地 域 第 3種区域 C 50.7 47.4 ○

大 畑 1 7 組 第 2 種低層住居専用地域 第 1種区域 A 47.2 42.1 ○

小 倉 1 組 1 第 1種中高層住居専用地域 第 2種区域 A 45.4 39.9 ○

中須賀東町 4 組 3 第 1 種 住 居 地 域 第 3種区域 B 45.6 32.8 ○

北 中 7 組 3 第 2 種 住 居 地 域 第 2種区域 B 49.0 43.0 ○

火 売 6 組 3 第 2 種 住 居 地 域 第 2種区域 B 47.1 40.3 ○

小 倉 5 組 2 第 1 種 住 居 地 域 第 2種区域 B 43.1 38.9 ○

平 田 町 9 - 6 第 1 種 住 居 地 域 第 2種区域 B 48.8 40.3 ○

亀川浜田町 991-117 準 工 業 地 域 第 3種区域 C 54.1 50.3 ○

野 田 5 組 第 1種中高層住居専用地域 第 2種区域 A 48.1 41.7 ○

備考 1       時間の区分は環境基準に準ずる。（昼間が午前 6時から午後 10 時まで､夜間が午後 10 時

から翌日の午前 6時まで） 

備考 2       環境基準（道路に面する地域以外の地域）は次の通りである。 

Ａ及びＢ類型：昼間 Leq55dB 以下  夜間 Leq45dB 以下 

Ｃ 類 型      ：昼間 Leq60dB 以下  夜間 Leq50dB 以下 

 

2) 対 策 

   道路交通騒音対策については、CO2排出削減という地球環境対策の面にもつながっていま

す。今後はマイカー利用をやめ公共交通機関の利用を図ることで、CO2削減、騒音、事故の

抑止にもつながります。利便性の高い交通ネットワークの構築や道路構造の改善など総合

的に推進する必要があります。

図表 2.21 平成 25 年度 環境騒音調査結果 
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（５） 悪 臭 
野焼きに対する市民意識の高まりにより、悪臭苦情は増加傾向にあります       

 近年では、野外でのゴミの焼却に伴うものが悪臭発生源の主因となっていま

す。他に、道路側溝、浄化槽や畜産農業に起因しているものも見受けられます。 

〔対  策〕 

① 法令による規制 

平成 21 年 8 月 1日に規制地域の見直しを行いました。現在、本市では規制基準は六

段階臭気強度表示法の臭気強度 2.5 に対応する濃度により許容限度を定めています。 

また、特定悪臭物質として 21 物質を指定しています。 

 

② 発生源への対応 

  野外でのごみの焼却に対しては、平成 13 年 4月の「廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律」の改正によって、例外を除いてごみ焼却ができなくなったことを指導してい

ます。 

  なお、畜産業については農林水産課と連携を取りながら、畜産糞尿の適正処理等を

指導しています。 
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（６）廃棄物・リサイクル 

①家庭系一般廃棄物の収集運搬及び処理について 
家庭系一般廃棄物の処理量は横ばいで推移しています。 
  
本市の家庭系一般廃棄物の収集運搬業務は、市内全世帯を直営で収集していましたが、

「もやすごみ（可燃物）」については、平成 18、20年度に一部、平成 25年度に山間部
及び狭隘路を除く、別府市全域の民間委託を行いました。  
収集方式については、市民の利便性と収集作業の効率化の両立を図るため、路線方式

とステーション方式を併用し、「もやすごみ（可燃物）」は週 2回、「もやさないごみ（不
燃物）」は月 2 回の収集を行っており、廃棄物減量化の推進及び処理費用負担の公平化
を図るため、平成 9年度から指定ごみ袋制度を導入しています。 
また、再生利用の推進を目的として、平成 6年度から「古紙・古布」の回収を、平成

10年度から「缶・びん・ペットボトル」の回収を導入しています。 
 

     

※「藤ヶ谷」＝藤ヶ谷清掃センター   

図表 2.22 ごみ収集処理実績（直営収集分） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

南畑埋立地 117 29 28 30 35 28 60 16 81 280

藤ヶ谷 27,867 27,956 27,743 27,333 26,252 25,587 25,410 25,527 25,414 24,642

合計 27,984 27,985 27,771 27,363 26,287 25,615 25,470 25,542 25,495 24,922

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

34,000

藤ヶ谷 南畑埋立地 合計

処
理
量 

ｔ 
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②不法投棄 

 

不法投棄が山間部等で多く目立ちます                       

不法投棄防止については、市報をはじめ自治会等を通じて啓発活動に努めています。

しかしながら依然として、不法投棄は後を絶たないのが現状です。 

平成 10 年 4 月に別府市不法投棄対策協議会を設立するとともに、自治会の代表、警

察、保健所、土木事務所その他関係者の協力のもとにパトロールを実施し、不法投棄

の監視体制を強化しています。不法投棄を発見した場合は、別府警察署へ捜査依頼な

どの協力を要請し、徹底して原因者の究明、調査を実施しています。 

 

 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

不 法 投 棄 件 数 215 209 137 104 130 

原因者による処理件数 1(1) 0 1 0 2 

市による処理件数 214 209 135 103 76 

県及び他市町村との 

共同による処理件数 
1 0 1 1 0 

不法投棄禁止看板設置数 20 30 20 20 20 

可燃物処理量（kg） 5,455 4,215 3,462 1,715 1,380 

不燃物処理量（kg） 11,675 9,056 4,537 3,685 3,855 

未 処 理 件 数 1 0 0 0 1 

 

 

（７）水資源・エネルギー 

  

年  度 
年間総排水量 

（m3） 

1 日最大配水量

（m3） 

1 日平均配水量

（m3） 

1 人 1 日最大配水

量 

（L） 

1 人 1 日平均配水

量 

（L） 

16 年度  19,641,280  62,914  53,812  508  435 

17 年度  18,716,974  60,892  51,279  493  415 

18 年度  18,060,351  55,867  49,480  452  400 

19 年度  17,741,214  54,814  48,473  443  392 

20 年度  17,750,617  56,110  48,632  456  395 

21 年度  17,256,539  53,668  47,278  437  385 

22 年度  17,966,076  59,823  49,222  488  401 

23 年度  17,004,211  53,431  46,460  439  382 

24 年度  16,416,459  50,513  44,977  420  374 

25 年度  16,305,223  53,420  44,672  448  375 

平成 26 年 3月 31 日   給水人口…119,284 人                                 

 

 

 

図表 2.23 過去 5年間の不法投棄件数及び処理量 

図表 2.24 年度別配水量の状況 

備考 1   平成 22 年度から簡易水道を含んだ数値である。 

（資料…水道局）
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（８）畜舎の現況 

 

種    別 戸    数 飼育総数 

牛  舎 
乳 用 牛 1戸 24 頭 

肉 用 牛 6戸 55 頭 

  鶏  舎 
採 卵 鶏 廃       業 

食用鶏（ブロイラー） 1戸 6,000 羽 

 

 

（９）環境衛生の現況 

① カ、ハエ等の衛生害虫の駆除 

  衛生害虫予防対策として、成虫（カ・ハエ）駆除作業を業者委託にて 6月より 8

月までの間 1回実施、さらに自治会にも薬剤無償交付、防疫用機械器具の貸与を行

い、自主的にカ・ハエ等衛生害虫の駆除を実施しています。 

 

 

防 疫 作 業 用 動 力          

二兼機貸し出し件数 

4 月～10 月 

自主的実施町 174 台 

公共施設関係  1 台 

計 175 台 

 

図表 2.27 平成 25 年度二兼機貸し出し件数

（資料…農林水産課）

図表 2.25  電力需要状況の推移 

電
力
量
（
Ｍ
Ｗ
Ｈ
） 

21年3月度 22年3月度 23年3月度 24年3月度 25年3月度 26年3月度

契約口数 85.117 85.046 84.835 84.433 84.213 85.262

電灯 22,785 22,824 23,959 25,002 22,961 24,047

電力 27,765 27,984 28,532 28,727 27,091 27,314

合計 50,550 50,808 52,491 53,729 50,052 51,361

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

契約口数 電灯 電力 合計

図表 2.26  畜種別飼育状況（平成 26年 2月 1日調査） 

電
力
量
（
Ｍ
Ｗ
Ｈ
） 

契
約
口
数
（
千
件
） 

（資料…九州電力） 
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② 愛がん動物等の適正な飼育管理 

年度 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

犬登録頭数 6,337 6,508 6,730 6,718 6,618 6,691 6,749 6,810 6,574 6,511
野犬捕獲頭数 84 52 52 126 84 72 47 48 50 44 

  

 

市では、犬について、登録及び狂犬病予防注射の完全実施を呼び掛けております。ま

た、愛がん動物等の適正な飼育管理について、県や各種団体と連携して啓発を行ってお

ります。 

 

作業項目 期間 
薬剤名

作業内容 

2 種混合 

乳剤 

2 種混合 

油剤 

成 虫 駆 除 6 月～8月 
（業務委託）市街地を対象とした家屋周辺

の煙霧散布によるカ、ハエの駆除 
0 1,818 

自主実施町 4月～10月 
自主的に防疫作業をする自治会に交付し

た薬剤 
217 3,888 

公 共 施 設 5 月～8月 
自主的に防疫作業をする公共施設関係に

交付した薬剤 
0 0 

山 間 部 町 4 月～3月 山間部自治会に配布する薬剤 84 162 

散 布 消 毒 4 月～3月 不衛生箇所等の消毒 0 0 

災 害 4 月～9月 
災害による床下、床上浸水家屋及び側溝の

消毒 
0 0 

伝 染 病 4 月～3月 伝染病発生による消毒等 0 0 

そ の 他 4 月～3月 衛生害虫の異常発生等 0 0 

  （資料…環境課【飼犬登録頭数】、東部保健所【野犬捕獲頭数】いずれもH26.3.31現在） 

図表 2.29 愛がん動物等の苦情件数（資料…東部保健所） 

図表 2.28 平成 25 年度衛生害虫駆除等薬剤使用実数量（単位：L） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

犬 402 394 423 332 301 205 208 234 254 216

猫 233 367 330 251 107 65 37 96 87 92

計 635 761 753 583 408 270 245 330 341 308

犬による咬傷 2 1 1 0 0 0 0 1 6 1

0
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図表2.30 環境監視員の状況報告書の内容 

4  公害等の監視と処理の現状 

（１） 別府市環境監視員の活動状況について 

本市では別府市環境保全条例第 9条の規定に基づき、特に環境問題に強い関心を持っ

ている方々を選出し、別府市環境監視員に委嘱しています。現在、合計17名が任命され

ており、市の良好な環境を守るための活動をしています。（参考資料  ５ページ） 

担当地区内をパトロールし、その状況を毎月報告しておりますが、特に、良好な環境

を破壊する恐れのある行為及び公害が発生する可能性があると認められる場所や施設が

見受けられたときには、随時、その状況等を市に通報しています。 

なお、平成25年度の環境監視員の状況報告書（月報）内容について図表2. 30に示し

ています。 

 

 

 

月 

内  容 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 

下水側溝に

ついて 
            0 

ご み の 処

理・不法投

棄など 

5 1 2 3 2 6 5 3 6 9 9 6 57 

廃屋・空き

地の管理な

ど 

2 1 1   2 1  1  3  11 

道路に関す

ること 
  1 1 1  2 1 2 1   9 

公園に関す

ること 
           1 1 

公害苦情に

関すること 
        1    1 

交通に関す

ること 
      1      1 

そ の 他    3 3 7 3 4 1 1 1 2 3 28 

計 7 2 7 7 10 11 13 5 11 11 14 10    108 
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図表2.31  騒音規制法に基づく特定施設届出状況（平成26年 3月 31日現在） 

（２）法律・条例に基づく特定工場等の届出状況 

 
① 工場騒音について 

本市の場合、大規模な事業場はありませんが、住居と中小の事業場が混在している地

域が多く近隣住民との間にトラブルを発生させることがあります。こうした事業場は敷

地面積が狭小であり、防音対策を講じるにも資金、方法ともに限られるため、よい解決

法が見つからないといった問題を抱えています。 

また、温泉の噴気音や温泉揚湯用のコンプレッサー稼働音に対する騒音苦情もあり、

温泉都市ならではのものも見受けられます。 

 

 

施設の種類 施 設 数 特定工場等実数 

金
属
加
工 

機
械 

ベンディングマシン 1 

10 
液 圧 プ レ ス 12 

機 械 プ レ ス 4 

せ ん 断 機 5 

空気圧縮機及び送風機 515 101 

土 石 用 破 砕 機 等 2 1 

建設用資材製造機械 2 1 

木
工
加
工

機
械 

帯 の こ 盤 5 

44 丸 の こ 盤 23 

か ん な 盤 21 

印 刷 機 械 119 36 

合成樹脂用射出成形機 4 2 

計 714 195 

（備考）特定工場等実数は特定施設の設置事業所数を示すが、同一事業所に（騒音・振動）2区分にまたがる施

設が設置されている場合は、主たる施設の区分のみ工場数として掲げた。 

 

 

② 工場振動について 

市街地での住工混在により、騒音苦情と同時に表面化する場合がほとんどです。防振

対策は防音対策以上に困難であり、根本的に振動源である機械自体から発生する振動を

小さくするほかに良い方法はありません。そのため、機械の更新時や設置時に際しては、

その届出段階において機械の適切な設置・使用を行うよう指導しています。 

  振動規制法に基づく特定施設届出状況を図表2.32に示しました。 
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施設の種類 施 設 数 特定工場等実数 

金
属
加
工 

機
械 

液 圧 プ レ ス 13 

22 機 械 プ レ ス 14 

azazせ ん 断 機 23 

圧 縮 機 97 19 

土 石 用 破 砕 機 等 2 1 

印 刷 機 械 37 18 

合成樹脂用射出成形機 4 2 

計 191 62 

 

 

③ その他 

 

 

区  分 工場数 施設の種類 施設数 

大   気 11 

大 気 特 定 工 場 10 

廃 棄 物 焼 却 炉 11 

小        計 21 

水   質 17 

水 質 特 定 工 場 0 

し 尿 浄 化 槽 9 

ち ゅ う 房 施 設 9 

車 両 洗 浄 施 設 0 

小        計 18 

騒   音 208 

金 属 加 工 機 械 155 

①高速切断機 （39） 

②乾式研磨機 （116） 

空気圧縮機及び送風機 216 

木 材 加 工 機 械 78 

①帯のこ （11） 

②丸のこ （29） 

③かんな盤 （38） 

石 材 引 割 機 0 

冷 凍 機 械 157 

木 材 切 込 作 業 場 27 

小        計 633 

工場数合計 236 特 定 施 設 数 合 計 672 

 

 

 
 

図表2.32 振動規制法に基づく特定施設届出状況（平成26年3月 31日現在） 

図表2.33  別府市環境保全条例に基づく特定工場等届出状況（平成26年 3月 31日現在） 
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図表2.34  騒音規制法に基づく特定建設作業届出状況 

（３）法律・条例に基づく特定建設作業等の届出状況 

① 建設作業騒音について 

建設作業は一時的に非常に大きな騒音を発生する作業が多く、防音対策も養生シート、

板囲い等による遮音や消音マフラーの取り付けなどに限られているため、付近住民との

間に紛争が生じやすくなっています。周辺住民への事前説明が十分でなかったり、早朝

からの作業などに対して付近住民から苦情が発生するケースが多く見られます。そうし

た苦情を未然に防ぐため、特定建設作業にあっては届出の段階で事前説明の徹底、作業

内容、作業工程のチェック等の行政指導を行うとともに作業中の騒音状態を確認するた

め職員の立ち会いを実施しています。 

 

 

  

年 度 

作  業  名 

平成

16 

平成

17 

平成

18 

平成

19 

平成

20 

平成

21 

平成

22 

平成

23 

平成

24 

平成

25 

くい打機･くい抜機･くい打くい抜機 4 6 4 2 2 6 16 7 7 5 

び ょ う 打 機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

さ く 岩 機 50 68 72 82 47 50 23 44 54 45

空 気 圧 縮 機 2 4 1 13 5 1 2 2 11 3 

コンクリートプラント･アスファルトプラント  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

バ ッ ク ホ ウ 13 7 11 9 17 1 19 8 10 13

トラクターショベル 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

ブ ル ド ー ザ ー 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 

計 70 86 88 106 71 58 64 61 82 63

 

② 建設作業振動について 

建設作業振動については、特定建設作業の対象となる大型建設機械を使用する場合ま

たは大規模基礎工事を行う場合に大きな振動を発生させることが多く、それと同時に非

常に大きな騒音を伴うのが特徴です。そのような大規模工事を実施する場合には工法の

検討段階で使用する機械・工法等について十分な配慮をするよう建設業者に指示すると

ともに、施工時には付近の家屋構成を考慮して物的被害を生じさせないよう指導してい

ます。また、万一被害の申し出があった場合には完全修復するよう指導しています。 

 

 

 

年 度 

作  業  名 

平成

16 

平成

17 

平成

18 

平成

19 

平成

20 

平成

21 

平成

22 

平成

23 

平成

24 

平成

25 

くい打機･くい抜機･くい打くい抜機 4 6 4 2 2 6 3 9 7 5 

鋼 球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

舗 装 版 破 砕 機 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 

ブ レ ー カ ー 33 57 63 66 45 43 25 36 51 44 

計 37 64 67 68 51 49 28 45 58 49 

図表2.35  振動規制法に基づく特定建設作業届出状況
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図表2.37  過去10年間の公害苦情件数の推移（平成18年度の「その他」に土壌汚染1件を含む） 

図表2.36 別府市環境保全条例に基づく特定建設作業届出状況

③ その他 

 

 

年 度 

作  業  名 

平成

16 

平成

17 

平成

18 

平成

19 

平成

20 

平成

21 

平成

22 

平成

23 

平成

24 

平成

25 

ア ー ス オ ー ガ ー 4 5 2 3 6 4 3 8 7 2 

イ ン パ ク ト レ ン チ 0 1 0 0 1 4 4 4 6 3 

発 電 機 13 10 15 7 3 8 12 11 15 7 

コンクリートポンプ 11 13 12 13 15 14 16 14 18 16 

計 28 29 29 23 25 30 35 37 46 28 

 

（４）公害苦情の現状 

公害とは典型 7公害（大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下・悪臭）

の他、事業活動その他の人の活動に伴って生ずるその他の現象で、その影響によって人の

健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいいます。 

これらの公害に対する苦情の申し立てについては「公害紛争処理法」第49条第 2項に

基づき、公害苦情相談員を置き、市民の苦情内容に応じてその処理に必要な調査、指導並

びに助言等を行い、必要な場合は関係行政機関との連携を図りながら、市民の生活環境改

善のために円満な解決に努めています。 

平成25年度の苦情件数は89件でした。 

 

 

 
 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

大気汚染 22 36 35 36 46 43 52 32 34 19

水質汚濁 5 6 10 9 11 4 2 3 11 8

騒音 20 21 35 32 50 30 22 20 26 27

振動 0 1 0 3 1 0 3 4 2 0

悪臭 15 11 8 11 34 9 13 6 4 28

その他 14 19 27 17 13 11 4 4 1 7

合計 76 94 115 108 155 97 96 69 78 89
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図表2.38 平成25年度 発生源別苦情件数 

① 発生源別苦情件数について 
苦情の傾向として家庭生活を原因とするものが 32 件、建設業を原因とするものが 16

件と多くなりましたが、これは地域交流の希薄化により、それまで問題とされていなか

ったような事例でも苦情として現れているためと考えられます。平成25年度の発生源別

公害の種類を見てみますと、大気汚染が34件と最も多くなっています。 

苦情件数は、前年度の78件と比べ増加しています。 

 

 

公害の種類 

発 生 源      

大気

汚染

水質

汚濁
騒音 振動 悪臭

土壌 

汚染 
その他 計 

農 業 1    1  1 3 

林 業         

漁 業         

鉱 業         

建 設 業 1 1 11     16 

製 造 業 4       4 

電気・ガス・熱供給・水道業   3     3 

情 報 通 信 業  1      1 

運 輸 業         

卸 売 ・ 小 売 業   1  3   4 

金 融 ・ 保 険 業     1   1 

不 動 産 業          

飲 食 店 ・ 宿 泊 業    4     4 

医 療 ・ 福 祉   1  2   3 

教 育 ・ 学 習 支 援 業        1 1 

複 合 サ ー ビ ス 事 業          

サ ー ビ ス 業   2     2 

公 務         

分 類 不 能 の 産 業          

家 庭 生 活  12 1 4  15   32 

道 路  2 1  1  1 5 

空 地         

公 園         

神 社 ・ 寺 院 等         

そ の 他 1 1      2 

不 明   2   5  1 8 

計 19 8 27 0 28  7 89 
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② 地域別苦情件数について 

平成25年度の都市計画法に基づく用途地域別の苦情発生件数を図表2.39に示しました。

これを見ると住居地域の苦情が最も多く、家庭生活が最も密接な地域であるだけに苦情が

発生しやすいようです。 
 

 

（５）空き地の管理 

空き地管理について改善指導を進めています 

  空き地の管理については、別府市環境保全条例の規定に基づき適切な管理を行うよう市

報をはじめ、文書通知により所有者に啓発・指導を行っています。 

  雑草繁茂等の不良空き地については、所有者に対し直接改善指導等を行っていますが、 

所有者のうち半数近くが市外居住者であるため、自ら適切な管理が困難な場合については

業者などを紹介することにより改善の成果の促進を図っています。 

 

 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

指導件数 127 170 129 174 161 

指導面積（㎡） 83,766 100,825 81,495 77,815 85,177 

改善件数 96 137 97 138 127 

改善面積（㎡） 69,850 80,606 59,086   63,003   73,334 

改善件数率（％） 75.59 80.59 75.19 79.31 78.88 

改善面積率（％） 83.39 79.95 72.50 80.97 86.10 

未完件数 31 33 32 36 34 

未完面積（㎡） 13,916 20,219 22,409 14,812 11,842 

 

 

            公害の種類 

用途地域 

大気 

汚染 

水質

汚濁
騒音 振動 悪臭

土壌 

汚染 
その他 計 

住 居 地 域 11 6 13  12  4 44 

近 隣 商 業 地 域 3    4   7 

商 業 地 域 5 2 5  12  2 26 

準 工 業 地 域         

工 業 地 域         

工 業 専 用 地 域         

市 街 化 調 整 区 域   6     6 

そ の 他         

都市計画区域以外の地域         

計 19 8 24  28  6 85 

図表2.39  平成25年度公害の種類・被害の地域別苦情件数 

図表2.40 過去5年間の空き地管理状況 

（備考）面積の数値は小数点以下の端数を四捨五入したものであり、（改善面積＋未完面積）の合計と指導面積

のそれぞれの数値は一致しないことがあります。 
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５ 環境保全活動の支援 

 

 

市では、様々な機会を通じて市民の環境保全活動への取組みを支援しています   

 

                                  

1) アースデイおおいた２０１３in別府公園 
日 時：平成２５年４月２８日（日）  

場 所：別府公園 

内 容：アースデイとは、地球のことを思って行動する日のことです。今年は「い

のち つながる たね」をテーマに、参加者が広く伝え守っていきたい「た

ね」を持ち寄って交換する「種の交換会」が開催されました。他にも地産

地消や無農薬野菜使用の飲食店ブース、環境クイズなどがあり、家族連れ

を中心に多くの来場者でにぎわいました。 

 

2) 別府こども環境絵画作文展 

日 時：平成２５年１１月１５日（金）～１８日（月）  

場 所：ゆめタウン別府店 

内 容：市内小中学校の中から、環境に関する作文や絵画を募集し、１３７７点の

中から、優秀賞３名、特別賞２名、優良賞１５名、佳作５５名の計７５名

の展示会を行いました。  

 

3） キャンドルナイト２０１３ 

  日 時：平成２５年６月２２日（土） 

  場 所：ポケットパーク（楠温泉跡地）・楠銀天街 

内 容：不要な電気を消し、必要最低限の灯りの中で演奏会や環境クイズを楽しみ 
ました。また、廃油で作ったキャンドルを商店街等に並べ、日頃使ってい 
る電気の大切さについて考えることも出来ました。 

 

4)  フリーマーケット 

日 時：平成２５年１０月２０日（日） １０：００～１４：００ 

場 所：別府公園東門広場 

内 容：再使用をすすめ、家庭で眠っているものをゴミにしないで活かすごみ減量 

を目的としたふれあいフリーマーケット。（天候不良のため中止） 
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第３章  地球温暖化対策率先実行計画 

１ 計画の概要 

（１）背景及び目的 

この計画の背景である地球温暖化は、二酸化炭素などの温室効果ガスが増加し、 

  地球の温度が上昇する現象です。これは、海水面の上昇や生態系などに与える影響

が大きいことから、地球規模で取り組むべき環境問題です。 

   この計画は、職員一人ひとりが地球温暖化対策に率先して取り組み、市の施設か

ら排出している温室効果ガスの削減を目的とするものです。 

平成 14 年 4 月に策定後、平成 21 年 2 月に策定した第２期計画を経て、平成 25

年 12 月に第３期計画を策定しました。 

 

（２）第２期計画から第３期計画へ 

   第２期計画では、平成 20 年から平成 24 年までの 5年間を取り組み期間としまし 

た。結果として、温室効果ガスを基準年度（平成 18 年度）比で 3,625ｔ-CO2（7.9％）
減少でき、目標であった 1,070ｔ-CO2を達成することが出来ました。 

   第３期計画では、平成 26 年度から平成 30 年度の 5年間を取り組み期間とし、基 

  準年度（平成 24 年度）比で 752ｔ-CO2（5％）の削減を目標としています。 
   なお、広域圏事務局が所管する藤ケ谷清掃センター及び秋草葬祭場については、

第３期計画から、広域圏事務局独自で対応を図っていくことになりました。 

 

（３）数値目標 

   資源エネルギー庁が定めている改正省エネ法によって、本市は特定事業者に指定

されており、エネルギー使用効率の年平均 1％改善が努力義務として求められてい

ます。 

平成 25 年度については、地球温暖化対策率先実行計画においての第２期計画と 

  第３期計画の間にあたり、具体的な数値は定められていません。 

しかし、平成 26 年度からは前述の改正省エネ法の数値目標（エネルギー使用効

率の年平均 1％改善）と同期させ、第３期計画では 5 年で 5％の温室効果ガス削減

を目標とし、第３期率先実行計画と改正省エネ法の両方の達成を目指すこととなり

ました。 

 

（４）取組内容 

   電気やガソリンなどの使用量を抑えるために、クールビズやウォームビズ、アイ

ドリングストップなどのエコドライブ、ごみ減量のために庁内 LAN によるペーパー

レス化に取り組んでいます。 

   また、物品の購入時にも、エコマーク商品などの環境にやさしい物を選ぶグリー

ン購入に取り組んでおり、平成 25 年 12 月には別府市グリーン購入調達方針を改訂

しました。 
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（５）進行状況の点検・推進体制 

  〔Plan〕   エコワーク委員会にて温室効果ガス排出量の削減目標を設定し、目 

標達成のために取組むべき内容を決めます。 

  〔Do〕     各職場のエコワーク推進責任者やエコワーク推進員を中心に、環境に 

配慮した取組を実行していきます。 

〔Check〕   エコワーク推進員が、率先実行チェックシートを使って、取組状況を 

      自主点検するとともに、年に 1回、エネルギー使用状況（温室効果ガス 

排出量）を調べます。調査・把握した結果に基づき、温室効果ガスを算 

定し、その結果を検証し、さらなる点検と評価を行っていきます。 

〔Action〕   評価した結果をもとに、次年度の取組を再検討し、温室効果ガス排出 

量の削減できる環境づくりを進めていきます。 

 

２ 取組状況と課題 

（１）温室効果ガス排出量 

取組状況の目安となる温室効果ガス排出量の結果については、下表のとおりです。 

今年度は基準年度（平成 24 年度）比で 16.9ｔ-CO2の削減となりました。ただ、
この減少量は基準年度比で△0.01％であり、次年度以降、さらなる努力が必要とな

ります。 

なお、内訳について見てみると、全体に占める割合の一番大きい「電気使用」に 

  よる排出量が増加していますが、「下水・し尿等」による排出量が大きく減少し、

全体としては、減少となりました。 

     図表３．１ 今年度の温室効果ガス排出量（二酸化炭素換算，単位：kg） 

 

（２）課題 

第２期計画で排出量「全体」に占める割合が一番大きかった「藤ケ谷清掃センタ

ーでのごみの焼却」が第３期計画では対象外となりました。それに伴い、温室効果

ガス排出量「全体」の約 8割を「電気使用」からの排出量が占めるようになり、そ

の増減が全体を左右することになったため、これまで以上に節電・省エネへの取組

が重要となってきます。 

しかも、平成 25 年度においては、その「電気使用」からの排出量が、基準年度

比で増加していることから、今後は、クールビズやウォームビズ、不要な電気の消

灯といった取組を徹底して実行し、「電気使用」による排出を減少させていく必要

があります。 

また、率先実行計画では、温室効果ガス排出量の算定対象ではないものの、水と

コピー用紙の使用も地球温暖化対策に繋がるものと考え、「水の使用量を基準年度

比で 10％削減、コピー用紙を基準年度比で 5％削減」という数値目標を設定し、取

り組むことにしています。 

排出内訳 燃料使用 電気使用 自動車走行 下水・し尿等 その他 合計 

H25 1,715,695 12,079,214 10,345 1,193,652 32,217 15,031,123

H24 1,688,570 12,040,206 11,398 1,275,626 32,240 15,048,039

前年比 27,125 39,008 △1,053 △81,974 △23 △16,917
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（参考資料） 

１ 環境行政のあゆみ 

年・月 市の環境行政 国の動向 

昭和 42 年 6月 市議会に交通及び公害対策特別委員会を設置 昭和 42 年 8 月 

「公害対策基本法」

 制定 

昭和 43 年 6 月 

「大気汚染防止法」

 制定 

「騒音規制法」制定

昭和 46年 6 月 

「悪臭防止法」制定

昭和 47年 6 月 

「自然環境保全法」

 制定 

 環境週間の設定 

昭和 47 年 7 月 

 環境庁設置 

 44 年 7月 騒音規制法に基づく地域指定 

 11 月 企画課に公害係を新設 

 12 月 水質調査開始（河川 13定点、地先海域 14定点） 

 46 年 2月 

 

民生部に公害予防課を設置 

交通環境調査開始 

 4 月 降下ばいじん測定開始 

 8 月 大気汚染自動測定機による測定局を開設 

 10 月 民生部公害予防課より企画部公害予防課に所属変更 

 11 月 二酸化鉛法による硫黄酸化物（SOｘ）濃度測定開始 

 47 年 9月 大気汚染自動測定機による青山中学校測定局を開設 

 48 年 1月 騒音規制法に基づく地域指定の一部変更 

 4 月 広域市町村圏計画に基づき杵築市、日出町、山香町の水

質調査業務受託 

 8 月 大気汚染自動測定機による北部中学校測定局を開設 

 12 月 別府市環境保全条例起草委員会設置 

 49 年 1月 別府市環境保全条例起草委員会条例案答申 

 3 月 別府市環境保全条例を市議会に提案 

 4 月 朝見川の環境基準類型設定 

 7 月 別府湾地先海域の環境基準類型設定 

 12 月 別府市環境保全条例公布 

 50 年 6月 別府市環境保全審議会設置 

 10 月 別府市環境保全条例施行規則案答申 

 12 月 

 

別府市環境保全条例施行 

別府市環境監視員委嘱（各校区 1名） 

 51 年 2月 別府市日照調停委員会設置 

  4 月 別府市みどり監視員委嘱（14地区） 

 53 年 4月 

 

振動規制法に基づく地域指定 

企画部公害予防課より環境部公害交通対策課へ所属名

称変更 

別府市環境保全条例一部改正（日照の項削除） 

 7 月 別府市日照調停委員会解散 

 11 月 大気汚染自動測定市役所局がテレメーター化 

 54 年 6月 別府市議会に交通体系及び環境対策特別委員会を開設 

 8 月 大分県大気汚染緊急時等対策実施要綱に基づくオキシ

ダント予報発令 

 55 年 5月 「合成洗剤使用に関する取扱いについて」文章事務並び

に実施事項を制定 

 6 月 

 

自動車交通騒音及び交通量の測定開始 

道路交通振動調査開始 
 

 56年12月 別府市環境保全審議会連絡協議会を開設  

 57 年 3月 広域市町村圏計画に基づく水質調査業務受託廃止  

 58 年 3月 大分市、大野川水質汚濁防止連絡協議会を開設  

 60 年 4月 市庁舎移転開庁  

 61 年 4月 騒音規制法に基づく地域の指定の変更 

振動規制法に基づく地域の指定の変更 

別府市環境保全条例施行規則の一部改正 

悪臭防止法に基づく地域指定 

公害対策基本法に基づく騒音環境基準類型設定 

 

 62 年 9月 大気汚染測定局再配置  



39 

 

 

 

  
 

年・月 市の環境行政 国の動向 

平成  2 年 3月 別府市環境保全条例施行規則（特定建設作業）一部変更 平成 5 年 6 月 

「環境基本法」制定

「環境の日（6月 5

日）」の設定 

環境月間の開始 

平成 8 年 12 月 

「騒音規制法施行

令」一部改正 

平成 9 年 6 月 

「環境影響評価法」

制定 

 

 

平成 10 年 10 月 

「地球温暖化対策

の推進に関する法

律」制定 

 

 

 

平成 14 年 12 月 

「自然再生推進法」

制定 

平成 15 年 7 月 

「環境の保全のた

めの意欲の増進及

び環境教育推進に

関する法律」制定 

平成 16 年 6 月 

「特定外来生物に

よる生態系等に係

る被害の防止に関

する法律」制定 

平成 19 年 6 月 

「エコツーリズム

推進法」制定 

平成 20 年 5 月 

「エネルギーの使

用の合理化に関す

る法律（省エネ法）」

改正 

平成 20 年 6 月 

「生物多様性基本

法」制定 

    4 月 環境部公害交通対策課より環境部環境保全課へ所属名

称変更 

   10 月 別府市環境保全条例（指定建築物）一部変更 

  3 年 4月 別府市自然環境学術調査団結成及び自然環境調査開始 

  4 年 2月 大気汚染自動測定機による北部中学校測定局の廃止 

   5 月 九州都市環境行政連絡会議総会を開催（別府市） 

 10 月 九州都市環境行政連絡会議研修会を開催（別府市） 

  5 年 7月 別府市『地球にやさしい都市構想』の作製 

第 1回べっぷ環境まつりの開催 

  6 年 3月 別府市自然環境学術調査報告書提出 

  7 年 7月 別府市水環境総合科学推進事業策定計画を策定 

  9 年 2月 騒音規制法に基づく地域の指定の変更 

振動規制法に基づく地域の指定の変更 

 12 年 2月 別府市環境基本計画策定に係る環境保全審議会開催（～

平成 13．11、全 9回）及び環境保全連絡協議会開催（全

2回） 

   4 月 機構改革により環境保全課より環境安全課へ改編 

  児童館大気測定局廃止 

 7 月 

 

別府市環境基本計画策定に係る別府市環境懇話会開催

（～平成 13．10、全 6回） 

環境の現状に関する市民アンケート実施 

 13 年 4月 別府市地域環境美化条例施行 

  8 月 環境基本計画策定について市報で意見募集 

 11 月 「別府八湯の湯けむり」かおり風景 100 選に選ばれる 

別府市環境基本計画について答申 

 14 年 2月 別府市環境基本計画決定 

  4 月 別府市環境基本計画施行 

  エコワーク活動（地球温暖化対策実行計画及びグリーン

購入）開始 

 15 年 6月 「2003 かおり風景フォーラムｉｎ別府」開催 

 19年12月 第 1回「アジア太平洋水サミット」開催（別府市） 

 20 年 3月 水環境都市宣言（別府市） 

 4 月 機構改革により、清掃課と統合し環境安全課から環境課

改編 

 6 月 環境新聞「エコ湧～く」第１号発行 

 11 月 九州都市環境行政連絡会議研修会を開催（別府市） 

  べっぷエコライフひろば（旧べっぷ環境まつり）の最終

開催 

 21 年 2月 地球温暖化対策率先実行計画（第２期）を策定 

 9 月 

 

 

22 年 9月 

騒音規制法に基づく地域の指定の変更 

振動規制法に基づく地域の指定の変更 

悪臭防止法に基づく地域の指定の変更 

改正省エネ法に基づく特定事業者として指定をうける 

 

 

 

   

23 年 3月 

 10 月 

 

24 年 3月 

別府市環境基本計画（第２次）策定 

別府市アライグマ防除実施計画が環境省・農林水産省の

両省より承認を受ける 

騒音に係る環境基準類型の設定 

平成 23 年 8 月 

「電気事業者によ

る再生可能エネル

ギー電気の調達に

関する特別措置法」

制定 
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２ 別府市環境保全条例に基づく特定工場等（抜粋） 

 

区分 規模または能力 備考 

大 気 特 定 工 場 
重油の1時間あたりの最大使用量が、500L 

以上の工場及び事業場 
 

煤
煙
に
か
か
る
特
定
施
設

 
 
 
 
 
 
 
 

廃 棄 物 焼 却 炉 

焼却能力 

（1時間当り） 
100kg以上200kg未満 大気汚染防止法に 

規定する特定施設 

を有する工場、事 

業場を除く 火格子面積 1m２以上2m２未満 

水 質 特 定 工 場 1日の最大排出量が1000m3以上の工場及び事業場 
１  水質汚濁防止

法に規定する特定

施設を有する工

場、事業場 

 

２  現在すべての

排出水を公共下水

道に接続している

もの 

 

以上は除く 

汚
水
に
か
か
る
特
定
施
設 

し 尿 浄 化 槽 

建築基準法施行令に規定する処理対象人員が500 

人以下のもので、2以上設置され、その処理対象 

人員の合計が501人以上のもの 

飲食店営業の用に供 

する厨房施設 ※1 
1日の排出量 最大30m3以上 

バス･タクシー営業の 

用に供する車両洗浄 

施設※２ 

1日の排出量 最大30m3以上 

騒
音
に
か
か
る
特
定
施
設 

金属加工機械 

①高速切断機 

②乾式研磨機 

（工具用を除く） 

固定式のもの 

騒音規制法に規定 

する特定施設を有 

する工場、事業場 

を除く 

空気圧縮機及び送風機 原動機定格出力 3.75kW以上7.5kW未満 

木工加工機械 

①帯のこ 

②丸のこ 

③かんな盤 

原動機定格出力

①② 

製材用7.5kW以上15kW未満 

木工用1.5kW以上2.25kW未満 

③ 

1.5kW以上2.25kW未満 

石 材 引 割 機 原動機定格出力 7.5kW以上のもの 

冷 凍 機 械 原動機定格出力
3.7kW以上のもの 

（冷房用を除く） 

木 材 切 込 作 業 場 同一場所で継続して 6カ月以上作業を行うもの 

※1  旅館・ホテルは、水質汚濁防止法の適用対象のため除く。 

※2  自動式車両洗浄施設は、水質汚濁防止法の適用対象のため除く。 
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４  特定建設作業の規制基準とその種類 

 

 ① 特定建設作業の規制基準 

法・市条例の種類 

規 制 基 準           

基準値 作業時間帯      
１日あたりの

作 業 時 間      
作 業 期 間       作 業 日      

騒 音 規 制 法         85dB 
 午後 7時～ 

 午前 7時の 

 時間帯を 

 除く 

1日 10時間 

を超えない事

連続6日を 

超えない事 

日曜日その他

の休日でない

事 

振 動 規 制 法         75dB 

別府市環境保全条例 85dB 

備考  規制基準値は敷地の境界線で測定した値 

 

  

② 別府市環境保全条例に定める特定建設作業の種類 

作 業 種 類           適 応 除 外           

アースオーガーを使用するくい打作業  

インパクトレンチを使用する作業  

動力源として発電機を使用する作業 

（10キロワット以上のもの） 
 

コンクリートポンプを使用するコンクリート 

輸送作業 
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５ 騒音に係る環境基準 （平成 11年 4月 1日 施行） 

 

  ① ［道路に面する地域以外の地域］ 

地 域 の 区 分           
基 準 値       

昼間 夜間 

ＡＡ 
療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される

地域など特に静穏を必要とする地域 

50dB 

以下 

40dB 

以下 

Ａ及びＢ 
Ａ  専ら住居の用に供される地域 

Ｂ  主として住居の用に供される地域 

55dB 

以下 

45dB 

以下 

Ｃ 
相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供され

る地域 

60dB 

以下 

50dB 

以下 

    

  ② ［道路に面する地域］ 

地 域 の 区 分           
基 準 値       

昼間 夜間 

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 
60dB 

以下 

55dB 

以下 

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 

及びＣ地域のうち車線を有する道路に面する地域 

65dB 

以下 

60dB 

以下 

（特例） 

道路に面する地域の内、幹線道路に隣接する空間 

70dB 

以下 

65dB 

以下 

 

備考１ 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時か

ら翌日の午前6時までの間とする。 

備考２ 測定結果の評価手法は、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによっ

て評価するものとする。 

備考３ 「道路に面する地域」の表において、「車線」とは、1 縦列の自動車が安全かつ

円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。 

備考４ 評価の時期は、騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定する。 

備考５ この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業音には適用しない。 

備考６ 地域の区分は、次ページに示す。 
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６  別府市環境施策の推進を図る組織に関する要綱 

（平成 14年 4月 18 日 別府市告示第 77 号） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、別府市環境基本計画（以下「基本計画」という。）が定める「望ましい環境像」

の実現を目指し、環境施策の推進を図るための組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （エコワーク委員会の設置） 

第２条 環境施策の推進を図る組織として、別府市エコワーク委員会（以下「委員会」という。）を設

置する。 

 （委員会の所掌事務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 基本計画の推進を図るための実施計画の策定及びその進行管理に関すること。 

(2) 市が事業者又は消費者として環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画である率先

実行計画の策定及びその進行管理に関すること。 

(3) その他基本計画の推進に関すること。 

 （委員会の組織） 

第４条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員会に属すべき委員長、副委員長及び委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

 （委員長及び副委員長の職務） 

第５条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

 （委員会の会議） 

第６条 委員長は、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係職員等の出席を求めることができる。 

 （エコワーク幹事会の設置） 

第７条 委員会は、第３条各号に定める所掌事務を処理するに当たり、当該所掌事務を補助するため、

委員会に別府市エコワーク幹事会（以下「幹事会」という。）を置く。 

 （幹事会の組織） 

第８条 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。 

２ 幹事会に属すべき幹事長及び幹事は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

 （幹事会の会議） 

第９条 幹事長は、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。 

２ 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会の会議に関係職員等の出席を求めることができる。 

 （庶務）  

第１０条 環境施策推進組織の庶務を処理するため、環境課に事務局を置く。 
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別府市環境施策の推進を図る組織に関する要綱 

                            （平成 14 年 4月 18 日 別府市告示第 77号） 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、別府市環境基本計画（以下「基本計画」という。）が定める「望ましい環境像」の実現を

目指し、環境施策の推進を図るための組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （エコワーク委員会の設置） 

第２条 環境施策の推進を図る組織として、別府市エコワーク委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （委員会の所掌事務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

 (1) 基本計画の推進を図るための実施計画の策定及びその進行管理に関すること。 

 (2) 市が事業者又は消費者として環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画である率先実行計画の策定及

びその進行管理に関すること。 

 (3) その他基本計画の推進に関すること。 

 （委員会の組織） 

第４条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員会に属すべき委員長、副委員長及び委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

 （委員長及び副委員長の職務） 

第５条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （委員会の会議） 

第６条 委員長は、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係職員等の出席を求めることができる。 

 （エコワーク幹事会の設置） 

第７条 委員会は、第３条各号に定める所掌事務を処理するに当たり、当該所掌事務を補助するため、委員会

に別府市エコワーク幹事会（以下「幹事会」という。）を置く。 

 （幹事会の組織） 

第８条 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。 

２ 幹事会に属すべき幹事長及び幹事は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

 （幹事会の会議） 

第９条 幹事長は、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。 

２ 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会の会議に関係職員等の出席を求めることができる。 

 （庶務）  

第１０条 環境施策推進組織の庶務を処理するため、環境課に事務局を置く。 

 （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、環境施策の推進を図る組織に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則（平成１４年４月１８日告示第７７号） 

 この要綱は、平成１４年４月１８日から施行する。 

   附 則（平成１７年４月１日告示第８２号） 
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 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年４月１７日告示第１４５号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則（平成２５年４月２６日告示第１７６号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

委員長 生活環境部長 

副委員長 総務部長 

委員 

教育長 

水道企業管理者 

企画部長 

ONSEN ツーリズム部長 

福祉保健部長 

建設部長 

議会事務局長 

消防長 

 

別表第２（第８条関係） 

部等 課 備考 

総務部 
財産活用課長  

契約検査課長  

企画部 

政策推進課長  

自治振興課長  

危機管理課長  

ONSEN 

ツーリズム部 

観光課長  

温泉課長  

商工課長  

農林水産課長  

生活環境部 環境課長 幹事長 

福祉保健部 社会福祉課長  

建設部 

道路河川課長  

都市政策課長  

都市整備課長  

公園緑地課長  

建築住宅課長  

下水道課長  

建築指導課長  

水道局 管理課長  

教育委員会 

学校教育課長  

生涯学習課長  

スポーツ健康課長  

消防本部 庶務課長  
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◎ 回収容器の基準 

(1)材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないもの。 

(2)容量は、当該自動販売機等の販売能力に応じた適切なもの。 

(3)回収容器は、自動販売機等の設置場所から５メートル以内で、

回収に支障のない位置に設置しなければなりません。 

（5万円以下）

（５万円以下）

７ 別府市地域環境美化条例の概要（平成 13年 4月 1日施行） 

 

１ 空き缶・吸い殻等散乱防止地域 

①空き缶・吸い殻等のポイ捨ては罰則をもって禁止します。 

     ※空き缶・空きビンは回収容器に投入するか、持ち帰らなければなりません。 
 

 
 

 

 

 

 
②自動販売機等で容器入り飲料を販売するものは、回収容器を設置しなければなりません。 

    

 

③回収容器を設置したら、きちんと管理しなければなりません。 
 

違反者への措置      公表 
 

回収容器を        違    違 

適正に管理しない者    反    反 

        指導・勧告  命令     

. 

 

２ 自転車放置禁止地域（別府駅西口） 
右下の図にある地域内では、自転車について次のような規制があります。 

①指定地域内に自転車を長期間放置してはいけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 
②公益的施設などの設置者は、自転車駐輪場を 

設置するよう努めなければいけません。 

 

 

 

違反者への措置             公表 
 

空き缶・吸い殻等を   違   違    

捨てたり放置した者   反   反    

            指導   命令     

違反者への措置   公表 
                             

回収容器を    違   違 

設置しない者   反   反 

     指導・勧告  命令  

    

放置自転車の処理 
自転車を     14日間    放置自転車 

放置      移動なし   として移動保管 

       警告書の 

    貼付        

              不明 

  処分   ６ヶ月保管    利用者調査 

                     判明 

引取り通知 

罰金

罰金

罰金

（3万円以下）
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空き缶・吸い殻等散乱防止地域 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別府駅周辺 東別府周辺 

国際観光港周辺 関の江周辺 

別府インター周辺 

別府公園周辺 
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用語解説 

《１．環境全般》 

 

ng （ナノグラム） 

  10-9g（1グラムの10億分の1の重さ）。 

 

NGO （Non-Governmental Organization） 

  非政府組織のことで、非営利の民間団体のこと。環境

保全のためには、行政による取組みだけでない、民間の

自発的な活動が必要であり、民間団体による公益的活動

の意義が大きい。 

 

NPO （Non Profit Organization） 

  法人格をもった、公共サービスをしている民間非営利

組織の略称。日本では平成10年に特定非営利活動促進法

により法制化された。保健・医療・福祉や環境保全、災

害救助など17の分野で活動する団体が含まれる。 

 

pg （ピコグラム） 

  10-12g（1グラムの1兆分の1の重さ）であり、ダイオ

キシン類など環境中に含まれる量が微量であるものを表

すのに用いられる。 

 

ppb （parts per billion） 

  10億分の1を示す単位。 

 

ppm （parts per million） 

  100 万分の1を示す単位。大気汚染や水質汚濁の汚染

物質の濃度を示すのに使用する。水1,000mLに1mgの物

質が溶け込んでいるとき、また、空気 1m3中に汚染気体

1cm3が含まれているとき、それぞれ「濃度1ppm」という。 

 

PPP （Polluter Pays Principle：汚染者負担の原則） 

  「公害防止費用は公害発生の原因者が支払うべきであ

る」という考え。公害対策の基本理念。 

 

PRTR制度 

 Pollutant release and transfer register （環境汚

染物質排出・移動登録制度）の略で、有害性のある化学

物質の環境への排出量及び廃棄物に含まれての移動量を

登録して公表する仕組みのこと。行政・事業者・市民が

情報を共有しつつ化学物質のリスク管理に役立てようと

する環境保全のための新しい手法。OECD は、1996 年 2

月に加盟国が PRTR 制度を導入するよう勧告を行ってお

り、我が国においては、ダイオキシン類等の化学物質に

対する国民の関心の急速な高まりを背景に、「特定化学物

質の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法

律」が1999年7月に制定され、2001年4月から運用が

開始された。法律の対象となる事業者は、1年間の排出・

移動量を把握し、都道府県経由で国に届け出し、国は届

け出られた情報について集計・公表等を行うこととなる。 

 

μg （マイクログラム） 

  10-6g（1グラムの100万分の1の重さ）。 

 

μｍ （マイクロメートル） 

  10-6m（1メートルの100万分の1の長さ）。 

 

閾値 （いきち） 

  「生体反応が起こる最小の生体刺激の強さ」または「そ

の値以下では地域住民の健康上に悪い影響が起こらない

値」のこと。 

 

一般廃棄物 

  産業廃棄物以外の廃棄物であり、日常生活に伴って発

生するごみやし尿などが含まれる。 

 

上乗せ基準 

  ばい煙や排出水等の規制に対し、都道府県が条例で定

める基準で、法で定める規制基準より厳しいものを指す。 

 

外因性内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン） 

  動物の生体内に取込まれた場合に、本来、その生体内

で営まれる正常なホルモン作用に影響を与える、外因性

の物質のこと。 

  ダイオキシン、DDT、PCB、ポリ塩化ジベンゾフランな

どの有機塩素系物質の他、ビスフェノール A（ポリカー

ボネート樹脂の分解生成物）、トリブチルスズ（TBT）な

ど、約70種類が指定されている。 

  生物によって分解されないため長期間にわたり環境中

に残留し、生物に取込まれると体内に蓄積されて高濃度

になる（生物濃縮）。しかも食物連鎖を通して上位捕食者

になるほど生物濃縮が進み、ホルモンの分泌異常を起こ

して正常な代謝機能をかく乱し、生殖機能を破壊するな

ど深刻な症状を引き起こすといわれている。（既に、工業

用洗剤の原料として使われたノニルフェノールについて

は、魚類の生殖器への影響が確認されている。） 

 

環境アセスメント（環境影響評価） 

  事業者が、環境に著しい影響を及ぼす恐れのある事業

の実施にあたり、あらかじめ環境への影響について自ら

調査、予測または評価を行い、また地域住民等の意見を

聴き、環境保全について事業計画案の決定に反映させる

もの。 

 

環境基準 

  「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維

持されることが望ましい基準」（環境基本法第16 条第1

項）。公害対策を進めていく上で、行政上の目標として定

められるものであり、大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・

騒音について定められている。 

  工場等のばい煙や、排水・騒音の発生を直接規制する

「規制基準」とは違う。 

  また、国民の健康を適切に保護できる、充分に安全性

を見込んだ水準で定められていることから、この基準を

超えたからといって、すぐに健康に悪い影響が現れると
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いうものではない。 

  例えば、水質に係る環境基準には、「人の健康の保護に

関する環境基準」「生活環境の保全に関する環境基準」、

騒音に係る環境基準には、「騒音に係る環境基準」「新幹

線鉄道騒音に係る環境基準」「航空機騒音に係る環境基

準」がある。（→「規制基準」参照） 

 

環境基本計画 

  環境基本法第15条に基づき、政府全体の環境の保全に

関する総合的・長期的な施策の大綱などを定めている。

21世紀半ばを展望して、環境政策の基本的な考え方と長

期的な目標を示すとともに、その実現に向けて、21世紀

初頭までの国の施策と地方公共団体、事業者、国民、民

間団体に期待される取組みを体系的に明らかにし、各主

体の役割、政策手段のあり方などを定めている。 

 

環境基本法 

  平成5年11月に、それまで四半世紀にわたって続いた

「公害対策基本法」にかわって制定された、環境に関す

る最上位法。今日の環境問題に適切に対処していくため

には、社会経済活動や生活様式を見直しながら、多様な

手法を活用していくことが必要である。環境基本法はこ

うした観点から環境政策を進めるための新たな枠組みと

なるものである。 

 

環境の日 

  1972年（昭和47年）6月にスウェーデンのストックホ

ルムで開催された国連人間環境会議において「人間環境

の擁護、向上は人類の至上の目標である」として、「人間

環境宣言」が採択され、環境問題が世界共通の重要な問

題として認識されることとなった。これを記念して、国

連では6月5日を「世界環境デー」として、毎年この日

に国際的な活動をおこなうことになった。 

  日本においても、平成5年に公布施行された環境基本

法に基づき、6月5日を「環境の日」としている。「環境

の日」は、事業者及び国民の間に広く環境の保全につい

ての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全

に関する活動を行う意欲を高めるために設けられた。 

 

規制基準 

  環境基準の達成を目標として、個々の公害発生源を規

制するため、遵守しなければならない許容限度のこと。

悪臭防止法、騒音規制法、振動規制法に規定されている。

（→「環境基準」参照） 

 

揮発性有機化合物（VOC） 

  常温で揮発しやすい化合物のことで、VOC とは

Volatile Organic Compoundsの略。トリクロロエチレン

やテトラクロロエチレン、ホルムアルデヒド、トルエン、

ベンゼン、キシレンなど、さまざまな物質がある。 

 

グリーン購入 

  市場に供給される製品・サービスの中から、環境負荷

の小さいものを優先的に購入すること。 

 

公害防止協定 

  公害防止のひとつの手段として地方公共団体又は住民

と企業との間で締結される協定をいう。これらの協定は、

法令の規制基準を補完し、地域に応じた公害防止の目標

値の設定、具体的な公害対策の明示などを内容とし、法

律や条例の規定と並ぶ有力な公害防止対策の手段として

広く利用されている。 

 

国立公園・国定公園 

  （国立公園）自然公園法に基づき、わが国の風景を代

表するに足りる傑出した自然の風景地（海中の景勝地を

含む）であって環境大臣が同法第10条第1項の規定によ

り自然環境保全審議会の意見を聞き、区域を定めて指定

するもの（全国で28区域）。 

  （国定公園）国立公園に準ずるすぐれた自然の風景地

であって環境大臣が同法第10条第2項の規定に基づき、

関係都道府県の申し出により、同審議会の意見を聞き、

区域を定めて指定するもの（全国で55区域）。 

 

こどもエコクラブ 

  環境省が全国の幼児から高校生を対象に加入を呼びか

けている、自主的に環境に関する学習・活動を行うクラ

ブで、数人から20人程度の仲間とその活動を支える大人

（サポーター）で構成される。環境省では、クラブの子

供たちが地域の中で楽しみながら環境に関する学習・活

動が展開できるよう、環境学習プログラムやわかりやす

い環境情報の提供を行っている。 

 

産業廃棄物 

  事業活動に伴って生じる廃棄物のこと。燃えがら、汚

泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、紙くず、

木くず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、

ガラス陶磁器くず、鉱さい、動物の糞尿、動物の死体、

ばいじん等である。 

  質的に環境汚染源として重要な意味を持つものであり、

その特性に応じて定められた厳しい処理基準に従って処

理する必要のある廃棄物である。 

 

市街化区域・市街化調整区域 

  都市計画区域のうち線引き都市計画区域は、下表のよ

うに分類されている。（都市計画法第7条） 

区 域 説 明 

市
街
化
区
域 

既成市街地 すでに市街を形成している区域

新市街地 
おおむね10年以内に優先的かつ

計画的に市街化を図るべき区域

市街化調整区域 

市街化を抑制すべき区域。 

開発行為及び建築行為には厳し

い規制がなされている。 

 

自然環境保全法 

  昭和46年に環境庁（当時）が設置されたのを機に、国

土全般にわたる自然環境の保全の基本方針を明らかにす
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ることなどを目的に制定された法律である。 

  自然環境保全法は、自然環境保全基本方針の閣議決定、

自然環境保全基礎調査の実施等の基本法的性格の部分と

自然環境保全地域等の指定の実施法的性格の部分の2つ

からなる。 

 

指定文化財 

  文化財保護法、文化財保護条例などにより規定された

文化財で、有形文化財、無形文化財、民族文化財、史跡、

名勝、天然記念物、伝統的建物群のうち、特に重要なも

ので保存の必要のあるものを指定し、保護と活用が図ら

れているものを指す。 

 

地盤沈下 

  主として地下水の過剰揚水によって発生するが、その

メカニズムについてはまだ解明されていない。しかし、

沈下現象の把握がしにくいこと、沈下が始まると急速に

進む可能性が大きいこと、一旦沈下すればほとんど回復

しないことなど問題点が多く、地域の水需要の動向と併

せて解決は難しい。 

 

水源涵養林 

  森林が有する機能（樹木、落葉及び森林土壌の働きに

より、降水を効果的に地中に浸透させ、長期にわたり貯

留、流下すること）により、洪水調整、渇水緩和等河川

流量の平準化を図ることを目的とした森林。 

 

生態系 

  ある地域に生息する生物群集（同じ場所で生活してい

るいろいろな種の個体群）とそれを取巻く無機的環境（気

象・土壌・地形・光・温度・大気など）をあわせた一つ

のまとまり。 

  生態系は、生産者、消費者、分解者及び還元者から構

成され、無機物と有機物との間に物質代謝系が成立して

いる。自然環境を基準にして陸地生態系、海洋生態系等

に区別され、また生物群を基準にして森林生態系、鳥類

生態系等に区別されている。 

 

総量規制 

  環境基準を達成するため、地域ごとに許容排出量を設

定し、工場・事業場等に対して汚染（汚濁）物質の許容

排出量をもって規制する方法である。 

  濃度規制では、薄めれば基準に合うこともあるが、総

量規制では絶対量が規制される。 

 

第1次産業、第2次産業、第3次産業 

  業態の似通った各活動分野の単位。 

第1次産業：農林水産業など。 

第2次産業：鉱業・建設業・製造業など。 

第3次産業：運輸・金融・商業・サービス業など。 

 

鳥獣保護区 

  野生鳥獣の保護増殖を図るため、狩猟行為が禁止され

ている区域である。鳥獣保護区内に設けられる特別保護

地区内では、野生動植物の生息に影響を及ぼす行為は許

可が必要である。 

 

特定施設 

  公害規制法令で規制の対象になっている施設で、汚水

を排出する施設、大気汚染物質を発生する施設、騒音・

振動を発生する施設等をいう。 

 

都市計画区域 

  都市計画法に基づく法的な規制が及ぶ土地の範囲で、

土地利用・都市施設・市街地開発事業等の都市計画を策

定すべき対象地域。 

 

都市計画法 

  都市計画の内容、法定手続など都市計画に関し必要な

事項を定めた法律である。 

  都道府県知事による特定市町村の総合的整備、開発、

保全を必要とする都市計画区域の指定、現況及び将来の

見通し等に関する基礎調査の実施、無秩序な市街化を防

止するための都市計画における市街化区域・市街化調整

区域の指定、市街化区域・市街化調整区域等都市計画の

策定、関係市町村及び都市計画地方審議会の議を経ての

都市計画の決定、決定時の都市計画の告示等、両区域内

における開発行為などの許可、開発許可を受けた土地に

おける建築等の制限、国土交通省内への都市計画に関す

る重要事項を調査審議する都市計画中央審議会、都道府

県への都市計画地方審議会の設置などを定めている。 

 

土壌汚染 

  土壌が次のものによって汚染されることをいう。 

①重金属、酸性降下物によるもの 

②農薬、肥料によるもの 

③除草剤などの農薬によるもの 

④ごみの不衛生処分によるもの 

  「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」では、特定

有害物質として、カドミウム、銅、ヒ素及びその化合物が

指定されている。また、平成3年8月に「土壌の汚染に係

る環境基準」が定められた。 

 

土壌汚染対策法 

  土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染によ

る人の健康被害の防止に関する措置を定めること等によ

り、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保

護することが目的。 

  人の活動に伴って生ずる土壌の汚染が対象であり、温

泉のような自然的原因によって土壌に有害物質が含まれ

ても、同法の対象とはならない。 

 

農業振興地域（農振地域） 

  農業振興地域の整備に関する法律（農振法）に基づき、

農振地域の保全、形成や農業振興施策の計画的な推進を

図るため都道府県が指定する地域をいう。農振地域にお

いては農業振興地域整備計画が定められ、農用地として

利用すべき土地の区域である農用地区域が指定されてい
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る。農用地区域では開発行為の規制、土地利用の勧告等

の土地利用規制がかかる。 

 

パートナーシップ 

  市民、行政、企業、NPO 等の各主体が公平で平等な関

係を築き、公平な役割分担のもとに連携して環境保全に

取組むこと。 

 

光害（ひかりがい） 

 良好な照明環境の形成が、漏れ光（照明器具から照射

される光のうち、その目的とする照明対象範囲外に照射

される光）によって阻害されている状況またはそれによ

る悪影響をいう。過度の夜間照明の使用は、農作物の生

育や、ホタル、ウミガメ、鳥類等の成育に悪影響を及ぼ

す。また、照明により夜空が明るくなり天文観測が困難

になることも光害の一つである。夜間の屋外照明は安全

確保や防犯のために不可欠であるが、不適切な照明は、

周辺環境に悪影響を及ぼす可能性があるのみならず、エ

ネルギーの浪費にも結びつく。 

 

風致地区 

  都市の自然の風致（趣、味わい）を維持することを目

的として都市計画区域内に定められた地区をいう。同地

区では、都市計画法第58条及び風致地区内における建築

物等の規制に関する条例により、建築物の新築、改築、

増築、宅地の造成、木竹伐採などの行為について、知事

の許可が必要とされている。 

 

保安林 

  昭和26年に制定された森林法第25条で指定される森

林のこと。水源の涵養、土砂の流出の防備、土砂の崩壊

の防備、飛砂の防備、風害・水害・潮害・干害・雪害・

霧害の防備、なだれ又は落石の危険の防止、火災の防止、

魚つき、航行の目標の保存、公衆の保健、名所又は旧跡

の風致の保存を目的に達成するために必要があるとき、

農林水産大臣が指定する。 

 

用途地域 

  都市において、計画的な土地利用を進め、種々雑多な

建築物が混在するのを防ぐため、建築物の用途によって

地域を区分したもの。 

  用途地域内の建築物・工作物は、建築基準法により種々

の制限が加えられている。 

 

リサイクル（recycle） 

  再循環させること、再生利用することという意味から、

もう一度資源として利用し再生して使用することを意味

する。 

 

リデュース（reduce） 

  減少する、下げるという意味から、ごみの発生源とな

る行動を抑制し、根本からごみの減量をすること。 

 

リユース（reuse） 

  再び利用すること、再利用を意味することから、製品

をそのまま、もしくは修理するなどして再び使用するこ

と。 

 

《２．大気関係》 

 

2%除外値（98%値） 

  大気汚染物質の年間の測定値（日平均値）を小さいほ

うから順番に並べて、高いほうから 2%を除いた値（98%

値）であり、環境基準を達成しているかどうか（長期的

評価）を判定する際に用いる。 

 

mg/m３ 

  1m3 の大気中に含まれる粉じん等の重量を示す単位。

1mgは1gの千分の1（10-3g）。 

 

β線吸収法 

  β線が物質の質量に比例して吸収されることを利用し

たもので、大気中の浮遊粒子状物質をろ紙上に捕集した

うえで、β線を照射してその透過強度を測定し、浮遊粒

子状物質の質量濃度を測定する方法。 

 

硫黄酸化物（SOx） 

  重油や石炭などの化石燃料に含まれている硫黄分が燃

焼により酸化されて発生するガス。 

  代表的なものは二酸化硫黄（SO2、亜硫酸ガス）、三酸

化硫黄（SO3、無水硫酸）。二酸化硫黄については環境基

準が定められている。 

  人体に対しては、特に呼吸器への影響が大きい（慢性

的あるいは急性的障害を引き起こす）。 

  測定方法としては、大気中の二酸化硫黄を過酸化水素

水の含まれた吸収液に通すと硫酸が生じ、吸収液の導電

率が変化することを利用した方法が一般的である（環境

基準に規定された方法）。この他、アルカリろ紙法や二酸

化鉛法等の簡易な測定法もある。 

 

一酸化炭素（CO） 

  有機物が不完全燃焼したときに発生する炭素の酸化物

で、主に自動車排気ガスに含まれる無色無臭のガス。血

液中のヘモグロビンと強く結合し、酸素の供給を阻害す

ることで、頭痛・めまい等の症状が現れ、呼吸困難から

死に至ることもある。 

 

オゾン・オゾン層 

  オゾン（O3）は、空気または酸素中で放電現象が起き

るときや、紫外線の照射、黄リンが空気中で酸化する場

合等に発生する、酸化性の強い、臭気のある気体。 

  強い殺菌力を持ち、人体や植物に有害な光化学スモッ

グの原因となるオキシダントの主成分とされる。 

  しかし、成層圏（地表から15～35km上空）においては、

オゾンが高濃度に存在する層（オゾン層）があり、太陽

から来る紫外線のうち、特に生物に有害な波長のものを

吸収し、また成層圏を温めたりして、生態系にとって不
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可欠な働きをしている。（→「オゾン層の破壊」《7．地球

環境関係》参照） 

 

光化学オキシダント（Ox）、光化学スモッグ 

  大気中の窒素酸化物や炭化水素が、太陽の紫外線によ

り光化学反応を起こしてつくられるオゾン、PAN（パーオ

キシアセチルナイトレート）等の酸化性物質の総称を「光

化学オキシダント」という。ヨウ化カリウム溶液と接触

させると、ヨウ素を遊離させる性質を持つ。 

  この光化学オキシダントが原因となって起きる大気汚

染が「光化学スモッグ」である。 

  特に夏季、日差しが強く、温度が高く、風の弱い日に

発生しやすく、その影響は、目がチカチカする、ノドが

痛くなるなどの人体的なものの他、視程障害、植物を枯

らすなど、広域にわたる。 

 

降下ばいじん 

  大気中の汚染物質のうち、自己の重量により、または

雨滴に含まれて地上に落下するばいじん、粉じん等をい

う。降下ばいじんは、デポジットゲージ等の採取器具で

捕集し、不溶解性物質（水に溶解しないもの）と溶解性

物質に分けて分析する。 

 

ザルツマン試薬比色法、ザルツマン係数 

  ザルツマン試薬比色法は、試料大気中の二酸化窒素と

ザルツマン試薬の反応によって生じるアゾ染料の着色度

によって二酸化窒素を測定する方法のことである。 

  また、ザルツマン定数は、二酸化窒素の測定に用いら

れる定数で、二酸化窒素が吸収液（ザルツマン試薬）と

反応する割合である。二酸化窒素の環境基準では、0.84

が採用されている。 

 

酸性雨 

  工場や自動車から排出された硫黄酸化物や窒素酸化物

が大気中で硫酸や硝酸に変わり、それが酸性の降下物

（雨）として降ることを指す。 

  ただし、雨は通常の状態でも空気中の二酸化炭素が溶

け込むため、pH5.6 付近の弱い酸性を示す。このため、

酸性雨とはpHが5.6以下になった雨のことをいう。 

  広義には、霧や雪を含む湿性沈着、ガスやエアロゾル

の形態で生じる乾性沈着も含める。 

  西欧諸国には、酸性雨によって森林が枯れたり、湖沼

の魚が死滅したりする等、被害が顕在化しているところ

もある。 

 

大気汚染に係る環境基準 

  人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持さ

れることが望ましい大気の基準。 

  二酸化硫黄、二酸化窒素、光化学オキシダント、浮遊

粒子状物質、一酸化炭素、ベンゼン、トリクロロエチレ

ン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、ダイオキ

シン類、以上10物質について定められている。 

  大気汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その

他一般公衆が通常生活していない地域または場所につい

ては、適用されない。 

 

大気汚染防止法 

  工場等からのばい煙の排出を規制するとともに、自動

車排気ガスの許容限度を定めること等により大気の汚染

を防止するため制定された法律。環境大臣の都道府県に

対するばい煙排出基準の設定及び変更に関する勧告、都

道府県による指定ばい煙総量削減計画及び総量規制基準

の制定、ばい煙排出者に対する施設の改善命令、都道府

県知事に対する石綿その他健康被害を生ずるおそれのあ

る特定粉じん発生施設を設置しようとする者の届出、都

道府県知事の規制基準に適合しない特定粉じん発生施設

設置者に対する計画変更命令、環境大臣の自動車排気ガ

ス許容限度量の設定、都道府県知事の大気汚染の常時監

視、健康被害物質の大気中の排出による事業者の損害賠

償責務などについて定めている。 

 

炭化水素（HC）、非メタン炭化水素（NHC） 

  炭素と水素からなる化合物の総称で、光化学オキシダ

ントの原因物質の一つ。主な発生源としては、塗装・印

刷工場、重油等の貯蔵タンク、自動車等がある。環境基

準は設定されていないが、中央公害対策審議会（当時）

により光化学オキシダントの生成を防止する観点から、

非メタン炭化水素についての指針値が示されている。 

  環境大気中では炭化水素のうちかなりの量をメタンが

占めているが、メタンの光化学反応性は無視できるため、

大気汚染物質として考えるときには、メタンを除いた非

メタン炭化水素についてのみ扱う。（→「メタン」《７．

地球環境関係》参照） 

 

短期的評価、長期的評価 

  （短期的評価）監視を行った時間の1時間値、または

1時間値の1日平均値の数値と環境基準とを対比して評

価すること。 

  （長期的評価）年間の測定結果を長期的に見て評価す

ること。1日平均値の高いほうから2%を除外した数値や、

年間1日平均値の低いほうから98%値と環境基準とを対

比して評価する方法。地域の大気汚染に対する施策の効

果等を的確に判断する目的がある。 

 

窒素酸化物（NOx） 

  物の燃焼や化学反応によって生じる、窒素と酸素の化

合物の総称。高温燃焼の過程で、まず一酸化窒素（NO）

として大気中に放出され、酸素と結びついて二酸化窒素

（NO2）となる。酸素と結びつく反応は遅いため、大気中

では両者の混合物として存在している。 

  発生源は工場・事業場、自動車から家庭の厨房施設な

ど、多種多様である。人の健康に悪影響を及ぼす（NO…

血液中のヘモグロビンと結合して酸素の供給を阻害、中

枢神経の麻痺を起こす。NO2…粘膜への刺激作用があり、

呼吸器及び肺に悪影響がある）ほか、光化学オキシダン

トの原因物質ともなっている。 

  環境基準は、NO2について定められている。 
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テレメータシステム 

  環境中の汚染物質の濃度などを自動測定器で測定し、

そのデータを専用電話回線や無線を利用して監視室に送

信し、監視室のコンピュータで集中管理するシステムを

いう。このシステムは、環境監視用と発生源監視用の 2

種類がある。 

 

二酸化硫黄（SO2） 

  燃料中の硫黄分が酸化燃焼された時生じる無色刺激性

のガス。金属腐食性であり、還元性が強い。 

  繰り返し曝露した場合、歯牙酸食、気管支炎、ぜんそ

く、胃腸障害、結膜炎、味覚・嗅覚障害、全身疲労、さ

らにこうじると酸欠症による症状が現れる。 

 

二酸化鉛法 

  大気中の硫黄酸化物測定方法の一つ。円筒に二酸化鉛

を塗布した布を巻きつけ、これをシェルターに入れて通

常1か月間大気中に静置しておくことにより、硫黄酸化

物が硫酸鉛として固定される現象を利用したものである。 

  測定結果は、SO3mg/日/100cm
2で表す。 

 

ばい煙、ばいじん 

  大気汚染防止法では、燃料その他の物の燃焼、合成、

その他の処理に伴い、工場等の煙突から排出される硫黄

酸化物、ばいじん及び有害物質を「ばい煙」という。 

  このうち、ばいじんは、ボイラー、電気炉等から発生

するすすや固体粒子をいう。（→「硫黄酸化物（SOx）」、

「有害物質」参照） 

 

排出基準 

  大気汚染防止法で定められた排出基準は、個々の工場、

事業場から排出される汚染物質の許容限度を定めたもの

である。 

（同じ趣旨のものを、水質汚濁防止法では「排水基準」、

騒音規制法・悪臭防止法では「規制基準」と表現してい

る） 

 

浮遊粒子状物質（SPM） 

  浮遊粉じん（大気中に気体のように長時間浮遊してい

るばいじん、粉じん等の微粒子）のうち、粒径が 10μm

以下のものをいう。（環境基準で定めている） 

  都市の場合、主な成分は炭素分やタール分である。こ

の粒子は非常に小さく、自分の重さでは落下せずに浮遊

するため、風の弱い時は濃度が増し、風が強くなると拡

散して濃度は下がる。 

 

粉じん 

  通常、ほこり等の空気中の固体物質をいう。大気汚染

防止法では、自然現象のほかに物の粉砕、選別その他の

機械的処理または堆積に伴って発生・飛散する物質をい

い、施設の構造並びに使用及び管理に関する基準による

規制を受ける。 

 

ベンゼン（C6H6） 

  無色の液体で特有のにおいがある。最も基本的な芳香

族炭化水素。亀の甲型の平面正六角形構造を持つ。合成

ゴム、合成洗剤、医薬品、香料、爆薬などのあらゆる有

機化合物の原料として利用される。 

  低濃度の曝露では骨髄における造血機能障害になり、

貧血、歯根出血などが起きる。高濃度の曝露では麻酔作

用が起きる。 

  平成9年2月4日に、環境基本法第16条第1項の規定

に基づき、大気中における環境基準が定められた。 

 

有害物質 

  大気汚染防止法に定めるばい煙のうち、物の燃焼、合

成、その他の処理に伴い発生する物質で、カドミウム及

びその化合物、塩素及び塩化水素、フッ素、フッ化水素

及びフッ化珪素、鉛及びその化合物、窒素酸化物 の 5

物質が定められている。（→「ばい煙、ばいじん」参照） 

 

《３．水質関係》 

 

BOD（生物化学的酸素要求量：Biochemical Oxygen Demand） 

  水中の汚濁物質（有機物）が微生物の働きによって分

解されるときに消費される酸素の量をいう。通常 20℃、

5 日間で消費された酸素の量（単位：mg/L）を表したも

のである。 

  河川等の有機汚濁を測る代表的な指標である。河川に

魚が生息するのはBOD5mg/L以下とされ、BOD10mg/Lを超

すと悪臭が発生する。 

 

COD（化学的酸素要求量：Chemical Oxygen Demand） 

  水中の有機物を化学的に酸化し安定させるのに必要な

酸素の量（単位：mg/L）を表したもので、COD の数値が

高いほど水質汚染が進んでいることを意味する。海域、

湖沼、事業場排水等の代表的な汚濁指標である。 

 

DO（溶存酸素：Dissolved Oxygen） 

  水中に溶けている酸素の量（単位：mg/L）を表したも

ので、水質汚濁の指標の一つ。溶存酸素は水の自浄作用

や水生生物にとって必要不可欠なものであり、数値が小

さいほど水質汚濁が激しい。 

  普通、きれいな河川のDOは8～9mg/Lの状態にあり、

魚介類が生息するには5mg/L以上が必要とされている。 

 

mg/L 

  水1Lの中にその物質が1mg含まれていること。ppmと

ほぼ同じ値を示す。 

 

n-ヘキサン抽出物質（油分） 

  n-ヘキサン（ノルマルヘキサン：脂肪族炭化水素）で

抽出される油分。油分等には、塗料・潤滑油等の鉱物性

油、植物性油等がある。油分は、農作物や水産物の表面

に付着することで、その生育や商品価値に悪影響を与え

る。海域における環境基準の項目に設定されている。 
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PCB（ポリ塩化ビフェニル） 

  不燃性で熱に強く、絶縁性に優れていることから、絶

縁油、熱媒体、塗料など多方面に使用された。摂取した

場合、分解されにくく残留するため脂肪組織に蓄積され、

皮膚障害や肝障害を引き起こすことが知られている。環

境ホルモンの一種。特に、コプラナーPCBは毒性が強く、

ダイオキシン類対策特別措置法において、ダイオキシン

類の一つに数えられている。 

  カネミ油症事件の原因物質として注目され、大きな社

会問題となったため、現在わが国では製造・使用が禁止

されている。 

  水質汚濁の環境基準値は「検出されないこと」となっ

ている。（→「ダイオキシン類」《６．ダイオキシン類関

係》参照） 

 

pH（水素イオン濃度指数：Hydrogen ion exponent） 

  水質の酸性やアルカリ性の程度を示す指標で、水素イ

オン濃度〔mol/L〕の逆数の常用対数をpH0～14の数値で

示したもの。pH7 が中性を示し、それ以上の数値はアル

カリ性、それ以下は酸性を示す。富栄養化の進んだ水域

では、藻類などの炭酸同化作用により強いアルカリ性を

示すことがある。自然水のpHは、通常6.5～8.5の範囲

にある。 

 

SS（浮遊物質：suspended solid） 

  粒径2mm以下の、水に溶けない懸濁性の物質をいう。

水質汚濁の指標の一つ。水の濁りの原因となるもので、

魚類のエラをふさいでへい死させたり、日光の透過を妨

げることで水生植物の光合成作用を妨害するなどの有害

作用がある。 

  また、有機性浮遊物質の場合は河床に堆積して腐敗す

るため、底質を悪化させる。 

 

亜鉛（Zn） 

  主に亜鉛めっき、黄銅、ダイキャストなどの原料とし

て使われ、鉱山廃水、これらの金属を取扱う工場の廃水

から検出される。 

ヒトへの毒性は比較的弱いが、水生生物への毒性が強

いため、平成15年に「水生生物に係る水質環境基準」の

基準項目として基準値が設定された。 

  飲料水の許容量は1mg/L以下、排水基準は5mg/L。 

 

赤潮 

  海中のプランクトンが異常繁殖し、海水の色が赤褐色

に変わる現象。発生のメカニズムは完全に究明されてい

ないが、海洋沿岸や河川の注ぐ湾内に、しかも雨後に強

い日射と海面の静かな日が続く時に発生しやすい。 

  海水中の窒素・リン等の栄養塩類濃度、自然条件の諸

要因が相互に関連して発生していると考えられている。 

  魚介類に対する被害の原因として、(1)赤潮プランクト

ンが魚介類のエラに詰まって窒息する。(2)赤潮プランク

トンの細胞分裂のため、海水中のDOが不足する。(3)有

害物が赤潮プランクトンにより生産排出される。(4)細菌

が増殖する。などの諸説がある。 

 

栄養塩類 

  富栄養化の1つの指標物質で、藻類その他の水生植物

が増殖をもたらすための必要な各種元素である。藻類そ

の他の水生植物が要求する物質として、窒素、リン、硫

黄、マグネシウム、鉄等の物質があるが、藻類生産を制

限しやすい物質、すなわち窒素、リン（藻類増殖の最小

律）が富栄養化の栄養塩とされている。 

 

汚泥（スラッジ） 

  工場排水等の処理後に残った泥状のもの、及び各種製

造業の製造工程において生じた泥状のもの。有機性及び

無機性のもののすべてを含む。 

 

活性汚泥法 

  有機性汚水に空気を吹き込むと、その汚水に適した好

気性の微生物が繁殖し、フロックを形成するようになる。

通気を止めるとフロックは急速に沈降し、透明な処理水

が得られる。このフロック状のスラッジは、汚水中のコ

ロイド状あるいは溶解性の有機物を吸着し、酸化分解す

る。この現象と作用を利用して汚水を好気的に浄化する

方法を活性汚泥法という。 

 

合併処理浄化槽 

  生活雑排水とし尿を合わせて処理する浄化槽のこと。

公共用水域に流れ込む汚れの量を、単独処理浄化槽の 8

分の1に減少させる性能があり、下水道終末処理施設と

同程度の処理水が望める。（→「浄化槽」参照） 

 

下水道 

  「生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図るため、

一般家庭や事業所等から排出される汚水及び雨水を排除

するための管渠、ポンプ場及び汚水処理場から構成され

る施設」のこと。 

  公共下水道、流域下水道（2 つ以上の市町村にまたが

り広域的に整備するもの）のほか、特定環境保全公共下

水道・農村下水道（市街地以外を対象に、目的に応じて

整備するもの）などがある。 

 

健康項目 

  人の健康の保護に関する項目で、有害物質を示すもの。

現在、26項目に関して、河川等の公共用水域に定められ

ている。 

 

公共下水道 

  主として市街地における下水を排除し、又は処理する

ために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を

有するもの、又は流域下水道に接続するものであり、か

つ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である

構造のものをいう。（下水道法第2条第3項）（→「下水

道」参照） 

 

公共用水域 

  水質汚濁防止法では、「河川、湖沼、港湾、沿岸海域そ
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の他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝

渠、かんがい用水路その他の公共の用に供される水路（下

水道法に規定する公共下水道及び流域下水道であって、

終末処理場を設置しているもの（その流域下水道に接続

する公共下水道を含む。）を除く。）」と定義されている。

処理場のない下水道は公共用水域となる。 

 

合成洗剤 

  洗剤には、ヤシ油等の原料から作られる「石けん」と、

鉱油や動植物油から合成して作られる「合成洗剤」の 2

種類がある。合成洗剤は、界面活性剤と助剤からなり、

硬水でも使用できる等利便性があることから幅広く使わ

れている。 

  界面活性剤による皮膚障害の安全性や、助剤に含まれ

るリン酸塩による閉鎖性水域での富栄養化が問題にされ、

合成洗剤の低リン化、無リン化などの対策が進められた。 

 

自浄作用 

  河川などが汚濁された場合、時間の経過に伴って元の

清澄な水質に戻る現象をいう。微生物による分解等の生

物的なもの、沈殿・希釈拡散などの物理的なもの、酸化

作用などの化学的なものが、因子として考えられる。 

 

重金属 

  比重4.0以上の金属。カドミウム、水銀、クロムなど、

生体にとって有害なものが多いが、微量元素として必要

なものもある。 

 

浄化槽 

  し尿等を微生物の作用による腐敗または酸化分解等の

方法によって処理し、公共用水域等に放流するための設

備または施設をいう。し尿のみを処理する設備または施

設を単独処理浄化槽、し尿及び生活雑排水（厨房排水、

洗濯排水等）を併せて処理する設備または施設を合併処

理浄化槽という。（→「合併処理浄化槽」参照） 

 

水域類型指定 

  水質基準に係る環境基準のうち、生活環境の基準につ

いては河川、湖沼、海域別に利水目的に応じた水域を区

切ってAA、A、B、C、D、Eの6つの類型を設けている。 

  pH、BOD 等の項目について、それぞれの水域類型ごと

に環境基準値を定め、各公共水域に水域類型の当てはめ

を行うことにより、当該水域の環境基準値が具体的に示

される。 

 

水質汚濁に係る環境基準 

  水質汚濁に係る環境基準は「人の健康の保護に関する

環境基準」と「生活環境の保全に関する環境基準」とが

ある。 

  前者は、8項目の指定に始まり、現在までに26項目が

指定されている。 

  この基準は全ての公共用水域に一律に適用され、直ち

に維持達成されるべきものとなっている。 

  生活環境の保全に関する環境基準は、河川・海域・湖

沼の水域ごとに利水目的に応じてそれぞれ類型の指定が

行われ、10項目が定められている。（→「生活環境項目」

参照） 

 

水質汚濁防止法 

  昭和45年に制定された法律で、「工場及び事業場から

公共用水域に排出される水の排出を規制すること等によ

って公共用水域の水質の汚濁の防止を図り、もって国民

の健康を保護するとともに、生活環境を保全する」こと

を目的としている。 

 

水質基準 

  一般に水質を保全するための基準としては、「公共用水

自体の水質が、人の健康の保護ならびに生活環境保全の

ために維持されることが望ましい」基準として定められ

る環境基準と、この基準を達成するため、工場等を規制

するものとして定められる排水基準とがある。（→「環境

基準」《１．環境全般》、「排水基準」参照） 

 

水生生物による水質調査 

  川には、サワガニ、トビケラ、ヘビトンボ、カワゲラ

などの水生生物が生息しており、これらの生息の状況が

水の汚れとも密接に関連していることから、生物を指標

とすることによって、川の水質を調査することができる。 

Ⅰ きれいな水 Ⅱ 少しきたない水 

アミカ 

ウズムシ 

カワゲラ 

サワガニ 

ナガレトビケラ 

ヒラタカゲロウ 

ブユ 

ヘビトンボ 

ヤマトビケラ 

イシマキガイ 

オオシマトビケラ 

カワニナ 

ゲンジボタル 

コオニヤンマ 

コガタシマトビケラ 

スジエビ 

ヒラタドロムシ 

ヤマトシジミ 

Ⅲ きたない水 Ⅳ 大変きたない水 

イソコツブムシ 

タイコウチ 

タニシ 

ニホンドロソコエビ 

ヒル 

ミズカマキリ 

ミズムシ 

アメリカザリガニ 

エラミミズ 

サカマキガイ 

セスジユスリカ 

チョウバエ 

 

生活環境項目 

  生活環境の保全に関する環境項目は、水素イオン濃度

（pH）、生物化学的酸素要求量（BOD）、化学的酸素要求量

（COD）、浮遊物質量（SS）、溶存酸素（DO）、大腸菌群数、

n-ヘキサン抽出物質（油分）、全窒素、全リン、全亜鉛の

10項目について、河川、湖沼、海域別に各利水目的に応

じて設けられた数個の水域類型ごとに定められている。

（→「水質汚濁に係る環境基準」参照） 

 

瀬戸内海環境保全特別措置法 

  「瀬戸内法」とも呼ばれる。水質汚濁防止法などの従

来の規制の方式によっては、「わが国のみならず世界にお
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いても比類のない美しさを誇る景勝地として、また、国

民にとって貴重な漁業資源の宝庫として、その恵沢を国

民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべき」瀬戸内

海の環境保全を図ることが不十分であったことに鑑みて

制定・施行されたもの。 

  この法律の目的は、①瀬戸内海環境保全基本計画及び

府県計画の策定等に関し必要な事項を定め、②特定施設

の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然

海浜の保全等に関し特別に措置を講ずることにより、瀬

戸内海の環境の保全を図ることである。 

 

大腸菌群数 

  大腸菌とは、「グラム陰性・無萌芽性のかん菌で乳糖を

分解し、ガスを発生する好気性・通性嫌気性の細菌」の

総称。大腸菌群数の数値が高いということは、人畜の排

泄物によって汚染されている可能性があるため、衛生上

の指標となる。 

  環境水等の低汚染の水には、最確数試験（推計学的に

最も確からしい数を求め、試料 100mL 中の大腸菌群数

[MPN数]として表示する方法）が用いられる。（MPN=Most 

Probable Number） 

  排水等の汚染度の高い水にはデオキシコレート寒天培

地法が用いられる。 

  （単位として「2.4E+05」のように、aE+b と書かれる

ことがあるが、これは aE+b=a×10bを示すもの。例えば

2.4E+05であれば2.4×105、つまり240,000を示す） 

 

底質 

  河川、湖沼、海域等の水底を形づくっている粘土、シ

ルト、砂、礫などの堆積物や岩のことをいう。貝類や水

生昆虫類、藻類をはじめとした底棲動物の生活の場でも

ある。 

  水質汚濁の進行に伴い、有機物質や重金属類などが沈

積し、底質中に蓄積される。このため、底質を調べるこ

とで、汚濁の進行傾向や速度について、有用な情報が得

られる。 

  また、一度底質に移行した各種物質の一部が、溶出や、

まき上がり現象によって再び水質に対して大きな影響を

及ぼすことが知られている。 

 

テトラクロロエチレン（CCl2=CCl2） 

  有機塩素系溶剤の一つであり、ドライクリーニング、

金属の脱脂洗浄、一般溶剤として使用されるが、地下水

の汚染が懸念され、水質汚濁防止法により規制される。

中毒症状として、めまい、肝機能障害などがある。 

  （平成9年2月4日に、環境基本法第16条第1項の規

定に基づき、大気中における環境基準が定められた。） 

 

透視度 

  水の濁りや着色の度合いを示す指標。透視度計の底部

にある標識板が明らかに識別できるときの水層の高さ

（cm）を度数で表わす。数値が小さいほど水が濁ってい

ることを示す。 

 

透明度 

  水の濁り具合を示す指標。透明度板（セッキ板）を水

中に沈め、それが周囲と区別できなくなる深度をメート

ルで示す。一般に海域・湖沼で用いられる。 

 

トリクロロエチレン（CHCl=CCl2） 

  有機塩素系溶剤の一つであり、ドライクリーニングや

金属の脱脂洗浄などに使われる。無色、クロロホルム臭。

地下水の汚染が懸念されるため、水質汚濁防止法により

規制を受ける。高濃度に曝露した場合には麻酔作用があ

り、低濃度の場合には酩酊作用がある。肝臓や腎臓に障

害をもたらすことがある。 

  （平成9年2月4日に、環境基本法第16条第1項の規

定に基づき、大気中における環境基準が定められた。） 

 

鉛（Pb） 

  鉛及び鉛化合物は古くから有害物質として知られてい

る。少量摂取では食欲不振、頭痛、全身倦怠感、貧血等

の症状を起こす。多量の摂取があったときは急性中毒が

起き、腹痛、嘔吐、下痢、閉尿、激しい胃腸炎などの症

状を起こし、死に至ることもある。金属鉛は常温で蒸発

しないが、粉じんとして吸収、あるいは経口的に摂取す

る恐れがある。 

  かつては自動車のアンチノック剤として四エチル鉛が

使用された。 

  現在の主な発生源は顔料・塗料化学工場、鉛電池製造

業などである。 

  水道水基準は0.05mg/L以下、環境基準（水質）0.01mg/L

以下、排水基準0.1mg/L以下。 

  大気汚染防止法による排出基準は、鉛及びその化合物

について、ガラス製品の製造20mg/N‰、鉛、銅、亜鉛の

精錬溶鉱炉等10～30mg/N‰となっている。 

 

農薬類 

  農薬類は農作物に被害を及ぼす生物や植物を防除す

るために、水田、畑地、ゴルフ場などで盛んに使用され

ているが、これらの農薬類が貯水池、湖沼、河川、地下

水などを汚染する恐れがあるので、4 種類の農薬につい

て水質基準が定められた。4 種類の農薬とは、①1,3-ジ

クロロプロペン（土壌線虫殺虫剤）、②チウラム（土壌処

理用殺菌剤）、③シマジン（畑地・芝生用除草剤）、④チ

オベンカルブ（水田用）である。 

 

排水基準 

  水質汚濁防止法、生活環境の保全等に関する条例及び

上乗せ条例に規定されている工場または事業場からの排

水の規制を行うための基準であり、カドミウムなどの有

害物質や、BOD などの生活環境項目ごとに定められてい

る。 

 

富栄養化 

  内湾や湖沼等、水の交換が行われにくい水域（閉鎖性

水域という）の水中で、窒素やリン等の栄養塩類が増え

ていくこと。もともと自然に進行するものであるが、近
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年、生活排水、工場排水等の急激な増加に伴って、その

進行が人為的に加速され、植物プランクトンや藻類の著

しい増加がみられるようになった。 

  その結果、赤潮、アオコ（水の華）、魚介類のへい死、

溶存酸素の欠乏、色度・臭気の増加（悪臭）、溶解性有機

物の増加等の水質悪化などがみられ、上水道、水産業、

農業などに被害をもたらした。 

 

要監視項目 

  人の健康の保護に関連する物質であるが、河川・海域

における検出状況等から、現時点では直ちに環境基準項

目とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきものとし

て、平成5年3月に設定された項目。 

現在は27項目について定められている。 

 

《４．騒音・振動関係》 

 

dB（デシベル） 

  音の強さや振動加速度レベルなどの物理量を、ある標

準的な基準量と対比して、相対的な比較検討を行うのに

用いる単位のこと。例えば、騒音であれば普通の会話で

60dB程度、振動であれば地震の震度1が55～65dBに相

当する程度である。 

  （騒音の単位は、聴感補正を行ったホン、またはデシ

ベルが用いられてきたが、計量法の改正[平成 4 年 5 月

20 日法律第51 号]に伴い、「騒音レベル」が「音圧レベ

ル」に、音圧レベルの計量単位が「ホン又はデシベル」

から「デシベル」に変更された。また、騒音計の補正回

路の呼称は「聴感補正回路」から「周波数補正回路」と

なった。） 

  なお、耳の感覚に合うように補正した音の「大きさ」

をはかる単位をdB（A）という。 

  また、振動の場合は、感覚に合うよう補正した鉛直振

動加速度の「大きさ」をはかる単位をdBという。 

 

暗騒音・暗振動 

  ある特定の騒音（振動）を測定しようとする時に、そ

の対象以外の騒音（振動）が存在する場合、これを対象

の騒音（振動）に対して「暗騒音」（「暗振動」）という。 

 

環境騒音 

  ある地域で、通常そこに存在する不特定多数の音源か

ら発生する総合された騒音をいう。 

 

振動 

  物体がある一点を中心に、ある周期をもって揺れ動く

ことであるが、この動きによって人の生活等が阻害され

ることを「振動による公害」という。従って、公害を発

生させる振動は「不快な振動」「好ましくない振動」とい

える。 

 

振動規制法 

工場等の事業活動並びに建設工事によって発生する振

動の規制及び道路交通振動の限度を定めるため制定され

た法律。振動規制地域の指定、振動規制基準の設定、特

定施設を設置する工場の振動が規制基準に適合しない場

合の設置者に対する改善勧告及び改善命令、道路交通振

動の限度の設定などについて定めている。 

 

振動レベル 

  振動の加速度を dB で表した加速度レベルに振動感覚

補正を加えたもの。単位はdB。通常、振動感覚補正回路

を持つ公害用振動レベル計により測定した値である。 

 

騒音 

  好ましくない音の総称。主観的なものであるため、受

ける影響も個人差があり、人によって非常に異なるもの

である。数値で表示する場合、音の大きさをdB（デシベ

ル）で表す。 

  主な騒音には、工場騒音、建設騒音、交通騒音などが

ある。 

 

騒音規制法 

  工場等の事業活動によって発生する騒音の規制及び自

動車騒音の許容限度を定めるため制定された法律。都道

府県知事による騒音規制地域の指定、騒音規制基準の設

定、特定施設を設置する工場の騒音が規制基準に適合し

ない場合の設置者に対する改善勧告及び改善命令、環境

大臣による自動車騒音の許容限度の設定、国の騒音防止

施設の設置又は改善に対する資金あっせん等の援助、地

方公共団体による飲食店営業等の深夜騒音等の規制など

について定めている。 

 

騒音レベル 

  音の感覚は音圧レベルのほかに周波数によっても変化

する。この聴感補正（A 特性）の回路を組込んだ騒音計

により測定した値を騒音レベルといい、単位はデシベル

（dB（A））を用いる。（→「等価騒音レベル」参照） 

 

中央値・上端値・下端値（L50・L5・L95[L10・L90]） 

  騒音測定のデータの処理には累積度数曲線を用いるが、

その累積度が上から50%となる値を中央値（L50）、5%目の

値を上端値（L5）、95%目の値を下端値（L95）という。 

  このとき、上端値から下端値までの値を 90%レンジと

いう。変動の激しい騒音は、この中央値と変動幅を表す

90%レンジで表すことで、その状況をほぼ判断できる。 

  また、振動についても、騒音と同様のデータ処理を行

うが、この場合、上から 10%目の値を上端値（L10）、90%

目の値を下端値（L90）といい、その幅を 80%レンジとし

ている。 

 

低周波空気振動 

  人の耳には聞き取りにくい低い周波数（20Hz以下）の

空気振動のこと。工場施設、道路橋等から発生すること

がある。波長が長いため障害物の影響を受けにくく、遠

くまで届く。 

  これにより、物的苦情（ガラス窓や戸、障子などが揺
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れる）、心理的苦情（ガラス窓がガタガタ鳴る音がうるさ

く睡眠が妨げられる、考え事や読書が中断される）、生理

的苦情（耳鳴り、頭痛、胃の不調等）が発生して問題に

なっている。 

 

等価騒音レベル（Leq） 

  不規則かつ大幅に変動する騒音に対して用いられる評

価法。変動する騒音を、一旦、エネルギーの大きさに変

換して、そのエネルギーと同じ大きさを持つ変動しない

騒音として、これをレベル表示したもの。L50が同一であ

っても、ピーク騒音が大きいか、頻繁にあるほど、Leqは

高くなる。 

  これはエネルギー平均値であるので理論的に取扱いや

すく、予測もしやすいといった特徴があることから、ま

ず諸外国で採用され、その後、日本でも採用されるよう

になった。 

 

特定建設作業 

  建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振

動を発生するもので、騒音規制法、振動規制法、及び別

府市環境保全条例に指定された作業をいう。 

 

類型指定 

  騒音の環境基準については、国において類型別に基準

値が示され、これに基づき都道府県が騒音に関係すると

ころの都市計画地域等を勘案し、具体的に地域に当ては

め、指定していくことをいう。（→「水域類型指定」《３．

水質関係》参照） 

 

《５．悪臭関係》 

 

悪臭物質 

  悪臭防止法では「不快なにおいの原因となり、生活環

境を損なうおそれがある物質であって政令で定めるも

の」を悪臭物質といい、現在22物質が指定されている。

（※） 

  においに対しては個人差があるが、大多数の人 （々70%

または3分の2）に不快感を与えるにおいは「悪臭」と

呼ばれる。特有のにおいを持つ化合物は約40万種に達す

ると言われている。 

  （※…ただし、別府市においては、この22物質[「参

考資料7  悪臭防止法に基づく規制基準」に記載]のうち、

硫化水素が除外されている。） 

 

悪臭防止法 

  悪臭を防止するため制定された法律。悪臭の原因とな

る悪臭物質（アンモニア等22物質）の特定、工場その他

の事業場から悪臭物質の排出・漏出を規制するための規

制地域の指定及び規制基準の設定、悪臭物質を排出する

事業者に対する規制基準の厳守・義務づけ、これに違反

する事業者に対する改善勧告・改善命令などを定めてい

る。 

 

アンモニア（NH3） 

  特有の刺激臭のある無色の気体。圧縮により常温でも

容易に液化する。皮膚、粘膜、呼吸器への刺激性と腐食

性が強く、眼に入ると結膜浮腫等を起こす。発生源は化

製場、魚腸骨処理場、鶏糞乾燥場、し尿処理場、畜舎、

化学工場など。 

（規制基準：1ppm） 

 

臭気強度 

  においの強さを6段階に区分したもの。規制基準を設

定する場合、敷地境界線においては、臭気強度2.5から

3.5に相当する悪臭物質濃度。 

  官能試験法にあっては臭気濃度が適当であるとされて

いる。 

 

臭気強度

0 無臭 

1 やっと感知できる 

2 何のにおいであるかがわかる弱いにおい 

3 楽に感知できるにおい 

4 強いにおい 

5 強烈なにおい 

 

《６．ダイオキシン類関係》 

 

pg/m3 

  1m3 の大気中に含まれるダイオキシン類等の重量を表

す単位。 

 

TEQ（毒性等価物量：Toxicity Equivalency Quantity） 

  ダイオキシンは多くの異性体を持ち、それぞれ毒性の

強さが異なる。異性体の中で最も毒性の強い

2,3,7,8-TCDDの毒性を1として、各異性体の毒性を毒性

等価係数（TEF）により換算した値をいう。各異性体ごと

に濃度と毒性等価係数との積を求め、これを総和したも

のをダイオキシン類濃度のTEQ換算値という。 

  例えば、1,2,3,4,7,8-HCDD（1,2,3,4,7,8-ヘキサクロ

ロジベンゾパラジオキシン）の量が10pgだった場合は、

TEQはTEF（0.1）を掛けた1pgとなる。 

  一般的にダイオキシン類の濃度を表す時は、この TEQ

に換算した数値を使用する。（1pg-TEQ/L、1pg-TEQ/m3な

ど） 

 

ダイオキシン類 

  一般に、ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン（PCDD、75

種）とポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF、135 種）をまと

めてダイオキシン類と呼び、コプラナーポリ塩化ビフェ

ニル（コプラナーPCB）のようなダイオキシン類と同様の

毒性を示す物質をダイオキシン類似化合物と呼んでいる。 

  平成11年7月16日に公布されたダイオキシン類対策

特別措置法においては、PCDD及びPCDFにコプラナーPCB

を含めて「ダイオキシン類」と定義されている。 

  ダイオキシンは水にはほとんど溶けず、脂肪に溶けや
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すい性質があり、一旦体内に摂取されると排出に時間が

かかる。 

  ゴミ焼却場において廃棄物中の塩化ビニル樹脂や有機

塩素製品などを燃やした際、ダイオキシン類が生成され

ることが確認されている。 

 

《７．地球環境関係》 

 

オゾン層の破壊 

  オゾン層は生物に有害な紫外線を吸収するため、生物

の存在に不可欠であるが、近年、フロンガスなどによる

オゾン層の破壊が大きな問題となっている。（極地上空で

は、オゾン濃度の急激な減少【オゾンホール】が観測さ

れた。） 

  オゾン層を保護するため、特定フロン等の使用を削減

する国際的な条約（ウィーン条約）も締結されている。 

  オゾン層が破壊され、地上に有害な紫外線が増加した

時には、皮膚ガンや白内障などの健康障害が発生するば

かりでなく、農作物の収穫量減少や浅い海でのプランク

トン死滅など、動植物への被害が予想される。（→「オゾ

ン・オゾン層」《２．大気関係》、「フロン」参照） 

 

温室効果ガス（温暖化ガス） 

  大気中の二酸化炭素や水蒸気は、太陽からの日射はほ

とんど通過させるが、地表面からの赤外線放射を吸収し、

熱の一部を再び地表面へと放射して地球を温めている。

こうした、温室のガラスのような働きを温室効果と呼び、

このような性質を持ったガスを温室効果ガスという。 

  近年、空気中の二酸化炭素濃度が高まっていることか

ら、気候が温暖化（地球温暖化）する可能性が指摘され

ている。 

  このため、二酸化炭素などの6種の温室効果ガスにつ

いて、発生量を削減しようとする動きが始まっている。 

（6 種の温室効果ガス：①二酸化炭素、②メタン、③亜

酸化窒素、④ハイドロフルオロカーボン（HFC）、⑤パー

フルオロカーボン（PFC）、⑥六フッ化硫黄（SF6）） 

 

フロン 

  わが国だけで使われる呼称で、[クロロ]フルオロカー

ボン（炭素・[塩素]・フッ素からなる化合物の総称）の

ことを指す。無色無臭の気体。スプレー噴霧（エアロゾ

ル）剤、冷却剤、潤滑剤、殺菌剤、溶剤、消火剤、ウレ

タンフォーム発泡剤など、広い用途に用いられていた。 

 

メタン（CH4） 

  メタン系炭化水素（CnH（2n+2））に属するものの一つ。天

然ガス、石炭ガス、炭坑からのガス、自動車排出ガスに

含まれる無色・無臭のガス。下水を活性汚泥法で処理す

る時にできる活性汚泥を嫌気性分解する場合にも、二酸

化炭素などとともに発生する。 

  メタン自体には毒性はないが、地球温暖化物質の一つ

として、排出量削減の対象となっている。 
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